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德
川
八
代
將
軍
吉
宗
の
時
代
に
治
水
懇
田
の
‘

事
業
が
大
い
に
行
は
れ
た
こ
と
は
有
'名
で
あ
る
が
、
武
藏
國
見
沼
の
埋
立
事
業
も
そ
の 

1

つ
で
あ

る

。

享
保
十
三
年
に
紀
州
か
ら
來
た
治
水
に
名
あ
る
，井
.澤
彌
憋
丘
#
を
し
て
、
昆
沼
の
懇
田
と
見
沼
代
用
水
の
開
鑿
と
を
行 

は
せ
■た
。
彌
聦
兵
衞
は
見
沼
墾
W
の
3
的
を
達
せ
ん
が
た
め
に
、
先
づ
北
足
立
郡
川
口
ょ
り
見
沼
.に
通
ず
、る
新
渠
を
開
鑿
し
て
、
昆
沼 

の
.水
を
落
し
、
墾
田
の
目
的
を
達
し
た
？
こ
れ
が
兇
沼
中
惡
水
路
で
あ
る
。
_
.こ
0
排
水
事
業
に
依
つ
て
見
沼
開
墾
0
目
的
は
達
し
た
が
、
 

從
來
見
沼
溜
井
に
依0

て
灌
慨
を
受
け
て
ゐ
た
村
々
は
そ
の
用
水
を
失
な
つ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
に
代
る
用
水
を
利
根
川
か
ら
引
用
し
た
。 

即
ち
見
沼
代
用
水
路
で
あ
る
。
こ
れ
は
下
中
條
の
跟
北
に
一
渠
を
盤
ち
、
_
門
を
設
け
、
利
艰
川
の
水
を
引
き
、
東
南
流
し
て
、
北
埼 

玉
郡
荒
木
村
に
お
ゐ
て
義
川
に
.合
し
、
さ
ら
に
南
埼
玉
郡
大
山
村
上
.大
崎
で
星
川
と
分
か
れ
、
新
渠
を
作
り•

同
郡
平
野
村
芝
山
に
至 

り
、’

■

そ
こ
で
元
荒
川
と
衝
突
す
る
の
で
、
同
川
の
河
底
を
穿
て
伏
樹
を
設
け
州
水
を
疏
通
せ
し
め
た
.°
か
べ
て
北
足
立
郡
瓦
葺
に
至
つ 

て
綾
瀬
川
：に
褂
樋
を
設
け
、
こ
V 
.で
流
路
を
ー
一
分
し
、

一
I

緣
用
水
と
？

他
.を
東
緣
用
永
と
袞
ふ
。
，西
緣
用
水
は
大
宮
宿
を
經 

て
木
崎
村
に
：至
り
、
.分
流
し
て
鴻
沼
用
水
と
稱
し
、
再
び
大
宮
宿
o
南
を
過
ぎ
與
野
町
等
を
經
て
東
流
し
、
さ
ら
に
數
渠
に
分
か
れ
、 

見
沼
通
船
迖
小
山
田
舆
淸 

七

泜

.

(

五
七
五)

8i



見
沼
.通
f

小
山
I

淸 

七
.六
' 

(

五

七

六

)

戶
田
領
用
水
、
嘗
領
用
水
と
な
る
。
蒸

用

水

は

風

露

村

、
.野
田
村
等
を
經
.て
、
南
流
し
て
安
行
領
神
根
村
に
至
り
、
聚
南
に
流

れ
鳩
ヶ
.谷
等
を
.顧
て
來
流
し
、
五
派
に
分
か
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
■見
沼
懇
田
及
.び
.見
沼
代
用
水
路
の
大
事
業
は
：僅
か
一
年
に 

し
て
完
成
し
た
o C

培
玉
縣
誌」

上
卷
五
四
六—

八
頁
-o
.

見
沼
通
船
と
云
ふ
の
は
こ
の
，新
水
路
を
利
用
し
て
こQ

地
方
.
QS-
貝
米
、
御
用
荷
物
、.そQ

他
の
：商
品
を
運
搬
す
る
も
の
で
あ
る
。 

江
戸
人
S

要
路
の1

.つ
で
I

。
ハ
私
が
手
に
人
れ
た
記
録
は

「

見
沼
通
船
記
錄
帳」

と
題
ず
る
も
の
.

11

冊

と「

見
沼
通
船
御
用
留」

1

册
で
あ
.る
0
記
錄
帳
第
一
册
は
文
政
士
：ニ¥;
か
ら
天
保
六
年
ま
：で
：の
記
錄
で
、.美
濃
版
百
三
十
八
牧
八
^

の
大
冊
で
あ 

る
。
同
第一

ー
册
は
天
保
五
平
か
ら
同
九
年
に
及.び
'
紙
數
百一

一
一
枚
で
あ
る
。
天
保
五
#
、
，六
年
の
分
が
兩
者
に
跨
が
つ
て
ゐ
る
の
は
恐 

ら
く
通
船
請
負
人
が
こ
の
間
に
變
つ
た
が
た
め
で
あ
ら
う
.o
®後
の
御
用
留
と
題
す.る
も
の
は
、
M
ー
者
士
內
容
に
お
ゐ
て
は
大
レ
た 

變
り
が
な
く
、
天
保
九
年
か
ら
慶
應
三
年
に
及
び
、
紙
數
百
十
四
.枚(

內
白
紙
五
妆)

で
あ
る
、
然
る
に
こ.の
御
用
留Q

表
紙
に
は
天 

保
六
s
f倉

o
:そ
し
て
最
初
に
後
に
紹
介
す
る

■ 

r

l叢
書」

な
る
一
文
が
擊
號
で
記
さ
れ
、.蟲
數
葉
を
置
い
て
、
天
保
九 

年
の
記
事
に
な
？

ゐ
る
。
恐
ら
く
最
初
御
用
觸
書
の
百
的
を
以
つ
て
.！ハ
年
に
作
つ
たQ

で
あ
ら
う
が
、
記
錄
帳
の
方

Q

餘
岛
が 

盡
き
た
の
で
、
發
端
書
だ
け
を
記
し
、
後
を
使
用
し
て
ゐ
な
か
つ
た

「

御
用
留J

を
利
用
し
た
の
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
こ
の
三
冊
に 

依
つ
て
、文
政
十
三
年(

即
ち
天
保
元
年)

か
ら
慶
應
三
年
に
至
る
三
十
八
年
間
の
見
麗
船
に
關
す
る
重
要
事
件
を
知
る
こ
と
が
祟 

る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ

Q

羅

し

たQ

は
事
件Q

當
時
で
は
な
く
、.
.數
年
後
に
な
さ
れ
たQ

で
あ
ら
う
。
大
體
年
代
順
に
記
さ\ 

て
は
ゐ
る
が
、
所
々
に
年
代

Q

逆
轉
し
て
ゐ
る
箇
所
が
翁
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
帳
簿
S

に
第一

冊
に
は
写
河
屋
利
兵
衞’
她
の
ニ
冊
に
は
積
請
人
皆
之
叻
と
ぁ
る
。
こ
れ
等
の
人
物
に
つ
ハ
て
は
後
に 

說
明
す
る
。

私
が
こ
れ
等
の
帳
簿
を
人
手
し
た
際
に
、
/數
多
：の
覺
紙
が.貼
附
さ
れ
て
あ
つ
た
。
そ
れ
は
明
か
に
明
治
以
後
に
何
人
か
e
何
等
か
の 

目
的
を
以
つ
て
、
本
書
を
仔
細
に
點
檢
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
等
の
.張
紙
は
何
れ
も
難
讃
の
文
字
と
思
は
るX
も
の
に
附
せ
，ら
れ 

て
ゐ
だ
o
し
.か
し
そ
の
後
保
存
.が
頗
る
惡
か
つた
と

見
ぇ
て
、
鐵
魚
が
縱
橫
に
喰.ひ
散
ら
3
、
紙
離
れ
さ
へ
甚
だ
困
難
な
有
様
で
あ
つ 

た
。
だ
が
明
か
に
明
治
以
後
に
誰
かr
何
か
に
利
用
し
た
に
違
ひ
な
い
の
で
、
私
は
本
書
を
紹
介
ず
る
こ
と
を
暫
く
躊
躇
し
て
ゐ
た
。：
 

し
か
し
管
見
：の
及
ぶ
眼
り
で
は
本
書
の
そ
の
ま
、
の
覆
刻
は
一

K

ふ
ま
.で
も
な
く
、
多
く
引
用
さ.れ
た
も
の
も
未
だ
知
ら
な
い
。
見
沼
通 

船
に
關
す
る
文
書
で
印
行
さ
れ
た
も
の
は
、
私
の
知
れ
る
限
り
で
は

「

椅
玉
.叢
書」

.第I

卷
に
收
め
ら
れ
た「

見
沼
通
船
堀
開
鑾
發
端 

並
風
聞
記」

.

(

見
.沼
通
船
發
端
探
索
幷
當
時
風
聞
取
調
書

)

：

1

卷
が
あ
る
狀
か
り
で.あ
る
。
こ
れ
は
天
保
八
年
の.も
の
で
種
，
風
說
等
を 

取
調
べ
書
上
げ
た
も
の
：で
は
あ
る.が
、
：以
下
の
記
述
に
も
大
い
に
役
耷
つ.た
。
以
下
に「

風
聞
記」

と
あ
る
の
は
本
書
で
あ
る
。

從
.つ
て
上
述
2
1
1
帳
簿
が
时
人
か
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
今
こ
、
に
こ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
無
用
の
業
で
は 

な
い
で
あ
'ら
ぅ
。
殊
に
全
部
は
勿
論
紹
介
し
得
な
い
か
ら
、こ
、
に
國
學
者
小
山
由
與
淸
に
關
す
る
部
分
並
び
に
經
濟
史
に
と
つ
て
重 

要
と
：思
は
る
i
點
を
抄
出
し
よ
う
と
思
ふ
。
從
つ
て
以
前
に
利
用
者
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
自
ら
異
な
つ
た
見
方
に
立
つ
こ
と
に
な
ら

私
は
主
と
し
てこ
の
通
船
株
な
る
も
の
を
中
心
と
し

て
見
て
ゆ
き
た
い
と.思
ふ
。
' そ
し
て
.そ
机
が
小
山
田
與
淸
と
如
何
な
る
關
係
が 

あ
つ
た
か
を
記
錄
の
示
す
ま
、
に
、
年
代
順
に
記
述
し
た
い
と
13
心
ふ
，の
で
あ
る
。
そ
の
前
に
先
づ
こ
の
通
®
の
權
利
が
如
何
し
て
發
生 

し
た
か
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
先
に
一
言
し
た
や
ぅ
に
；

T

御
用
留」

の
最
初
に
そ
の
發
生
の
由
來
が
書
か
れ
て
ゐ
る
。

即
ち
次
ぎ
の 

一
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

「

通
船
發
端
書

見
.沼
通
.船
--
?

」

小
山
田
與
淸 

七

七

(

芄
七
七〕
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同

士

ハ

羣

晉

中

御

廻

米

御

遝
,

-百
姓
方 

.

.秦

ポ

著

：
■

(

御
蹇

船

S

被
成
下
、
同
.州
椅
玉
郡
盘
川
緣
須
戶f

足

產

川

口
宿
m
樋
、
夫
.
^
神
田
川
筋
、
永
代
藤
筋4

* 

‘
.... 

1 

 ̂

■
. 

へ一が、
，船

印
—
相
立
可
申
段
、
御
老
中
松
平
右
近
將
監
様 

f

渡
#

旨
、
：御
勘
定
は
奉
行
筧
舊
守
樣
-
へ

同

御

ぎ

役

井

澤

彌

羞

衞

樣

秦

ぎ

黎

家

、
ぼ

！

^

!

^

i

寶

曆

ぼ
'«
>!
;:

> i
>i
f
村
續
■
.

m

.同
村
上
f
橋
迄
之
通
船
 

< 相
休
ミ
、
：
伏
越
之
J

前
書
川
筋

.

Jvf
e

>i
f
、

:f
'
f
:i
t
:l
t ir

、

|

中

村

繁
|:
?:
彰

1>
繫

|#'
、
か

聖

ゎ

影

.

:

l

f: l
讓

: |
ポ

嗜

: 1
^ |
: 1
巧

>'
1

> 1
用
荷
物
寶
荷
物2

|

1
手
一
1
'定
請
致
、

.,:TT

傾
代
.地
安
五
長
店
方
兵
f
方
ね
、
船
押
船
株
式
共
吉
之
助
方
ハ
齡, *

御
廻
米
御
用
荷
物
賣
荷
物
定
請
麗
致
、
.同
寅
年
中
、 

I

用
向
之
節
そ
御
褂
リ
御
代
官
灘
役
所I

は
呼
出n 

I

I
日
-
御
勘
定
所
I

之
上
、
差
配
鈴
木
源
藏
外S

ム

,
け

: |
> «
: |
巧

：; |
ぼ

: 1
、,
簾

|

人1

同

御

請

證

文

差

上

麵

あ1 :
.|
:

| :
か

歡

1 :
1 :
! :

.

一
 

相
成
、：
同
年
八
月
廿
西
日
町
御
奉
S

井
S

守
樣〜

御
靈
御
奉
行
所
ね
御
褂
合
之
ヒ
.
か 

'■
靈
配
高
田
宗
之
助
を
以
、
吉
之
激
御
廻
來
積
請
御
用
被
仰
付
，

一付
、
御
請
證
文
奉
差
上
昨
、
.以
ヒ
、」

..

、
 

こ
の
書
は
單
にI

ば
か
り
で
な
く
、
そS

I

遷
I

記

し

て

ゐ

衾

、
實

際

は

後

論
^

で
I

I

に
本
帳
簿
に
摔
入
さ
れて
ゐ
た
华
紙

I

め
た
下
雲

ぁ

る

。
そ
れ
に
依
れ
瘍 

Pか

は
、

紙
が

1i

武

外

足

立

資

墓

船

被

仰

付

鐘

端

由

緖

書

儀

義

保

十

三

申

年

中

、

0
光

御

宮

御

參

慧

砌

、
：
御
道
筋
、
同
郡
膝
子

I

見

沼
大
湖
上
覽
被
爲
在
、
新

SI

開
發
被
仰
付
^
ハ
达
國
益
一
一
可
相
成
旨
思
召
、
新
開
被
仰
出
、
は
用
掛
リ
井
澤
彌
憋
兵
衞
殿
格 

別
出
精
差
配
被
致
、
右
湖
次
凡
高
壹
万
石
新
田
出
來
、
依
之
は
.見
立
新
田
方
彼
地
一
一
易
も
相
唱
申
昨
、
其
節
彌
憋
兵
衞
殿
手
附
、

•
.，鈴
木
文
平
、
同
人
實
兄
紀
州
和
歌
山
之
鄕
士
、
高
田
茂
右
衛
門
功
名
之
處
方
申
立
、
新
田
開
發

」

一
付
、
用
惡
水
等
出
來
办
間
、
右 

用
.惡
水
路
ね
通
船
は
免
被
抑
付
胙
ハ
'

、
新
開
場
丼
近
鄕
村
と
は
廻
米
、'.其
外
御
用
荷
物
幷
百
姓
共
弁
理
之

^
救
.一
一
も
可
相
成
旨 

中
上
外
所
、
御
評
議
之
上
、.通
船
^
免
被
仰
付
、
右
用
惡
水
路
之
儀t
利
根
川
新
井
路
f
相
唱
、
用
水
明
之
節
埼
玉
郡
下
中
'條
村
叭 

ぶ
利
根
川
水
引
入
、
通
船
被
仰
付
外
、
尤
用
水
中

v

惡
水
路
而
已
通
船
有
之
ゅ
、
右
船
之
_
{
は
由
緖
柄
も
有
之
办
二
付
、
商
船 

t
不
紛
樣
、
新
井
路
之
新
字
之
幟
阶€

丨
丨
：
；丨
可
相
建、
R
•
御
府
內
永
代
橋
筋
、
神
田
川
筋
、
武
州
埼
玉
足
立
郡
爵
•沼
井
沼 

最
寄
勝
手
次
第
、
荷
物
積
立
不
茜'.■摩

J

..
uh
旨
*
同
十
六
亥
哗
四
月
中
、
御
老
中
松
左
近
將
監
殿
被
仰
渡
昨
旨
、
は
勘 

:
定
奉
行
筧
播
磨
守
殿
、
井
澤
彌
惣
兵
衞
殿
立
合
被
仰
渡
±

」

こ
れ
に
依
つ
て
紀
州
讯
身
の
高
田
、
鈴
木
の
兄
弟
が
新
田
開
發
の
功
に
.依
0
て
通
船
權
.を
獲
得
し
た
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
解
る
。

「

風 

聞
記」

、
に
依
れ
ば
、
高
田
：は
へ
御
普
請
締
切
堤
御
請
負
仕
候
者
之
金
子
證
人
に
相
立
候
者
之
由

」

と1K

ひ
、
鈴
木
は
：

「

御
普
請
方
御
手 

附H

湘
成
、
所
々
川
々.東
海
道
筋
御
川
除
御
用
先
ぇ
も
度
々
韻
出;'
其
後
兩
人
共
見
沼
御
新
田
御
開
潑
御
用
先
ぇ
も
龍
出
出
精
相
勤
候 

者
し
，
と
去
つ
て
ゐ
る
。
窩
田
與
淸
は
そ
の
著

「

松
屋
叢
話」

'卷
.
1に
：次
.ぎ
.の
：如
く
記
し
て
：ゐ
る
。 

「

命
が
祖
高
田
茂
右
衛
門
源
友
淸
と
い<
る
ば
都
人
な
り
け
る
が
、
，
江
戶
に
ニ
十
六
所
の
宅
地
さ
へ
あ
り
て
、
.：い 

お

尨

し

，
け

る

，

0
;
:，.享
保
十
三
年
、：.下
總
國
手
賀
沼
を
決
て'
新
田
を
ひ
ら
か
ん
と
せ
ら
れ
し
に'
^
^
^

り

け

り

。.こ

.
に

友

淸

撰

に

あ
づ
か
り
て
、
さ
ま
ぐ
お

^

ひ
め
ぐ
ら
し
つ 

> -

も
た
り
け
る
黄
金
は
い
ふ
ぢ
さ
ら
也
。
京
江
戶
の 

宅
地
家
財
器
用
に
い
た
るま

.で
を
、
ふ
つ
に
賣
つ
く
：し
て
、
，，費
を
い
と
は
ず
"
遂
に
そ
の
功
を
終
し
か
ば
、
一
一
萬
右
ば
か
り
の
新
田 

見
诏
通
艄V

小
山
田
與
淸 

七
*

g

 

S
.
七
九)
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八
0
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八
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法

I

一
に
け
名9

.

フ…

同
十
五
年
に
、
や

ン

ご

と

な

嘉

あ

り

て

、
武
藏
國
足
立
：郡
I

見
沼
と
い
へ
る
を
新
田
に
ひ
ら
か
れ
し 

,

?

命
を
派
て
.殖

$

む
き
”

葉

氏

の

.家
に
f

身

し

弟

文

平

胤

秀

そ

も

に
,

あ
i

の
功
を
ぱ
立
f

け
り
。
そ
の 

4
り

し

も

見

裏

着

ー

に
;#

4
:ょ

は

せ

嗱

々

を

0
ぞ
*

^

^

#ぱ
、
ゅf

さ
せ
た
ま
'ひ
、て
、
豪

士
 
d

、
足

立

蕩

f

 

內

宠

、
論

の

地

を

給

ひ

、
：江
戶
神
 ̂

今
與
淸 

'
へ
が
す
め
S

船
屋
敷
七
い
_

そ
の
時
た
ま
は
り
け
る
也
。
友
淸
が
子
宇
右
衛
門
知
安
；と
い
ふ
。
そ
の
^
 

U
の 

:
,

■

!

一

郞

篇

、
そ
の
子
元II

■

友
.氏
、
友
氏
事
t

て
勘
當
支
ぅ
け
し
後
に
、
與
淸
養
子
と
な
り
て
家
を
つ
ぎ
た
り
。
友
淸
ょ
り

こ
’

高
田
、

業

I

は
代
々

通
船
方
を
？

|

た
o 

.今
兩
象
0
代

々
をr

風
^
^
^

高
田
I

衞
門—

宇

右

衞

門

丨

宇

右

衛

門(

塵

事

)
—

秀

三

郞

ト

元

三

郞 

鈴
木
文
平
I

文
平(

文
次
郞
事)

——
鐵
次
郞
I

鐵
：次
郞(

'竹
之
助
事)

_
_

德
次
郞—

源
表

前
揭
の
發
端
書
に
文
政
十
年
橥
麗
が
吉
之
助
に
船
並
び
に
.船

株
式

基

つ
I

が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
後
變
な
ほ
薩

と
 

し
て
利
益
：の
配
分
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
、
で
麓
以
外
に
船
差
配

I
が
分
か
れ
た
こ
と
に
な
る
.

I

に
文
政
十fl

年

S

之
助
が
船
並
び
に
船
株
式I

兵
銜
I

つ
た

P

I
 

U
蟹

利

I

I
配
役
鈴
木
源
f

ゐ

た

今

そ

れ

な

ら

ば

高

田
I

方
は
如
何
し
たt

K
4

に
、
そQ

以
前
に
身
# 

f

f

し
て
退
役
し
て
I

I

。
こ

言

1

を
要
す
る
。
先

づ「

風
聞
記」

I

て
霧
す
る
矣
ぎ
の
如

/
\て
^
る

‘

こ
の
問
題
の
主
役
と
し
て
、
國
學
者
小
山
田
與
淸
の
登
場
を
見
る
の
で
あ
る
。

「

風
聞
記」

の
描
き
出
す
松
の
，屋
は
歌
人
と
し
て
、
又 

擁
寄
裡
の
主
と
し
て
知
ら
れ
た
者
と
は
別
人
の
觀
が
必
る
。
生
れ
る
と
殆
ど
同
時
に
母
親
を
失
ひ
、
老
婢
の
恩
を
長
じ
て
後
も
忘
れ
な 

か
っ
た
とM

ふ
彼
、
諸
侯
に
仕
侍
す
る
，こ
と
を
欲
し.な
か
つ
た
彼
と
は
全
く
人
格
を
異
：に
す
る
か
の
如
く
思
は
れ
る
。
そ
こ
に
何
等
か 

の
誤
解
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
觅
に
灼
暫
く

「

風
聞
.記」

の
承
す
と
こ
ろ
に
從
ふ
。：

與
淸
は
武
藏
國
多
摩
郡
小
山
田
村
の
人
、
天
明
三
年
三
月
十
七
日
に
坐
れ
、
享
和
三
年
高
田
家
の
.四
代
目
秀
三
郞
の
養
子
七
な
っ
た
。 

本
姓
は
田
中
氏
で
あ
る
。
問
題
は
こ
、
に
始
ま
る
。
.彼
は
通
稱
を
六
郞
左
衛
門
、
幼
名
を
皮
次
郞
と#
っ
た
。「

風
聞
記」

の
ま
1
に
記 

せ
ぱ
、

マ
、

'

「

當
時
小
山
田
庄
藏
將
曹
と
書
候
由
、
此
も•の
儀
松
の
屋
友
淸
と
申
歌
の
道
も
上
手
の
よ
し
、
別
而
和
擧
に
お
ゐ
て
は
贰
人
な
き
高 

名
の
も
の
の
由
.
.
:十
二
三
歲
の
節
よ
り
江
戶
小
日
向
邊
歟
淺
草
あ
た
り
歟
日
輪
寺
と
申
寺
に
罷
在
、
•
.
.
.
右
日
輪
寺
住
持…

虫 

次
郞
召
連
小
能
同
様
い
た
し
、
尤
學
文
出
精
爲
，致
追
そ
年
頃
に
罷
成
、
然
所
當
通
船
屋
敷
秀
三
郞
方
え
顰
養
子
之
世
話
致
候
者
有
レ 

之
に
付
、
持
參
金
は
不V

及
：，

申
衣
類
諸
道
具
と
も
都
丽
日
輪
寺
方
一
一
而
如
，
親
之
支
度
致
し
遣
し
候
由
、然
所
當
時
依
內
町
に
住
居

51 

在
.、
見
沼
通
船
船
主
名
因

u

相
成
居
候
吉
之
助
親
吉
兵
衞
妹
ら
く
と
申
者
、
新
吉
原
に
遊
女
奉
公
致
居
候
を
右
日
輪
寺
買
ひ
馴
染
請 

出
し
院
內
え
差
置
候
其
節
之
儀
は
脇
坂
中
務
太
輔
樣
前
御
勤
役
之
砌
ー
一
而
追
ミ
寺
院
取
締
向
嚴
敷
被

n

仰
出
一
候
に
付
.
ら
く
を 

圍
ま
ひ
置
候
懺
相
成
兼
、
無
據
右
庙
次
郞
え
相
预
け
候
處
、
同
人
儀
預
り
中
ら
く
え
執
心
相
か
け
、
何
日
と
な
く
心
安
く
致
し
候
始 

末
追
た
日
輪
寺
え
相
聞
え
候
に
付
、
殊'外
住
持
心
外
に
#
、

一

 
依
庄
次
郞
顰
に
參
り
候
節
持
參
金
を
始
追
ミ
用
立
候
金
子
も
六
七
百 

兩
程
に
及
候
處
.一
切
返
濟
も
不
，
仕
、
剩
預
ヶ
置
候
ら
く
は
右
椽
之
始
未
*
日
輪
寺
腹
立
不
，
得i
事
布
貸
金
滯
其
外
不
實
+
法
之
段 

庄
次
郞
相
立
取
其
筋
え
御
願
立
仕
候..に付
、
御
吟
味
之
上
庄
次
郞
入
牢
被

-1

仰
付
で
依
V之
庄
次
郞
よ
り
は
日
輪
寺
女
犯
之
段
^
上
候 

.

見
沼
通
船
ミ
小
.山
由
輿
淸 

.八」

£

八

|
0



見

|

|

山
田
與
淸

. 

八
二 

(

五
八

5

0

同
院
力
何
相
、も

得

候

や

御

吟

味

中

井

卢

ぇ

飛

入

麗

致

候

、
其
後
は
一
件
斷
ロ
に
相
成
候
に
付
早
速
落
着
致
し
、前

！！
！

借
地(

金 

歟)

不
殘
相
潰
、
其
上
ら
く
を
庄
次
郞
女
房
に

.致
し
、
夫
迄
之
_

秀
三
郞
實
娘
ち
勢
は
象
付
之
娘
、
.高
田
家
血
脈

i

處
下
欠
同
様

郞 

l

l
、
l

m

l:
£

£

 

I

 
わ
い
、
i
l:
i
->
i:
l:
l:
I:
4
8:
i
l、
蔡

鈴 

I

漸
拾
三
四
歲
に
も
相
成
萬
端
德
次
郞
心
雲I

勤
候
'に
付
至
極
穩
に
齎
V同
人

儀(

德
次

郞

)

s

 

は 

'產
次
郞
事
六
郞
左
銜
門
諸
連
取
斗
致
し
候
事
に
付
壹
ヶ
年
ニ
而
も
通
船
方
無
事
に
行
屆
候
事
柄
決
而
無
ュ
卸
李

5
 

こ
の
與
淸
の
行
狀
の
馨
に
つ
い
て
は
、
今
明
白
に
は
な
し
難
い
が
、
上
述

の
記

|

,
け
^

く
な
く
、
何

等

か

爲

に

す

る

者

の

記

述

こ

と

は

明

か

で

蒙

。
與

淸

に

：

r

擁
書
樓
日
記」

の

存

す

雪

と

は

著

名

の

こ

と

で

あ 

る

こ
の
日
記
は
文
化
十
二
年
か
ら
文
政
ニ
年

5

る
もQ

で
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
檢
し
て
、
事

見

謹

船

に

關

す

る

部

を

抄

し

て

、

酸
て
上
記
の
記
述

I

f

し
た
い
と
思
ふ
。(

「

擁

霧

日

記

」

は

「

近
世
文
藝
叢
書」

第
十
二
に
覆
刻
さ
れ
て
ゐ
る
。
以
下
の
頁
數 

は
同
叢
書
の
も
の
で
あ
る)

。 

,

「

風
聞
記」

运

Q

屋
友
淸

i

t
 Q

は

勿

靈

淸

Q

l

f
が
、
友
淸

I

代

蓮

衞

n

Q
名
で
あ
る
か
ら
些

I

大
な
誤
謬
で 

あ
る
。

日
記
の
文
化
十
二
年
八
月
廿
二
日
の
靡
に
、 

'

「

今

日

は

と

ほ

つ

お

や

高

田

友

淸

の

あ

そ

み

の

晉

な

れ

ば

、
太
郞
の
源
藏
黯
し
、
次
郞
の
幸
次
郞
淸
年
を
し
て
、
靈
巖
寺
中
な
る

.
歡
明
察
の
御
墓
ま
ぅ
で
せ
し
む
、
友
淸
の
あ
そ
み
、

I

は
族

I

門
と
申
す
、
余

が

器

0

1
に
て
、
寶
曆
九
年
三
月
廿
ニ
日
に 

身
ま
か
り
ぬJ 

0
1

百
十
九
頁)

.

さ
ら
に
同
年
十
用
朔
日

.の
條
に
、

一
家
の
名
を
連
ね
て
ゐ
るo

.
‘
 

類

田

中
.氏
女

齡

.
三
十
一 

妹
千
勢
齡
ー

||十

 

•長
子
鈴
木
源
藏
與
叔
齡
ナ
ー 

次男 

'
.高田
幸
次
郞
齡
九

」
(

こ
瓦
一
，

I

十
九
頁〕

：

こ
れ
と
前
揭「

風S

記」

の
記
事
と
比
較
し
て
見
る
と
か
な
り
の
差
が
あ
る
。
.妻
類
は
あ
る
ひ
：は「

風
聞
記」

Q

ら
く
に
當
る
者
か
も 

知

れ

な

い
.0
そ
し
て
妹
と
稱
し
て'ゐ
る
者
は
高
田
®

一
.

ー
郞
の
實
娘
ち
勢
で
あ
ら
うo
か
っ
そ
れ
が
三
十
に
至
る
も
な
ほ
配
偶
を
得
な
か 

っ
た
事
情
に
は「

風
聞
記」

の
記
事
に
類
す
る
何
事
か
ぶ
あ.っ
た
か
も
知
れ
な
いo
r德
川
三
百
年
史」

中
卷
小
山
田
與
淸
»
條
に
、
3
1 

し
高
田
好
受(

秀1 
一

I

郞)

の
養
子
と
な
り
て
長
女
千
勢
子
と
結
婚
せ
し
は
松
屋
筆
記
に
.

『

父
は
享
和
三
/-
キ
六
月
十
六
日
身ま
か

り

ぬ

、

年 

六
十
三
。
同
年
九
月
廿
四
日
、
見
沼
，通
船
方
高
田
氏
の
養
子
と
な
る

』

と
あ
る
に
依
れ
ば
、
與
淸
の
齡
二
十—-
.
の
折
な
る
べ
し
。」

と
斷 

定
し
..てゐ
る
が
、
婿
養
子
で
あ
っ
た
か
如
何
か
は
明
か
で
は
な
い
0
し
.か
し「

風
聞
記」

0.
会
ふ
が
如
く
與
淸
が
鈴
木
德
次
郞
に
縱
り
、 

源
藏
を
養
子
に
し
た
の
が
、
源
藏
拾
三
四
の
時
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
十

1

歲
以
前
に
鈴
木
姓
を
胃
し
て 

ゐ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
日
輪
寺
の
こ#
は
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
な
り
以
前
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
源
藏
が
類
の
子
で 

あ
り
、
類
が
ら
く
と
同
一
人
で
あ
っ.た
と
す
れ
ば
、
十
年
以
上
以
前
の.こ
と
で
あ
ら
う
。
か
つ
源
藏
は

：

そ
の
後
の
日
記
に
依
れ
ば
實
父 

の
許
に
あ
っ
た
の
で
*
德
次
郞
が
萬
端
心
添
し
て
御
用
勤
を
し
て
.ゐ
た
の
で
は
な
い
。
從
っ
て
高
田
家
繼
承
の
問
題
と
鈴
木
養
子

Q
,

牛 

と
は
別
箇
の
こ
と
で
あ
つ
た
ら
う
。

然
る
に
こ
の
年
の
士
ー
月
に
何
事
か
見
沼
通
船
に
關
す
る
事
件
が
坐
じ
て
，

.與
淸
は
.川
ロ
：に
出
張
し
て
ゐ
る0 

「4

•日
、
暴
夜
に
い
り
て
#
ふ
り
ぬo
:
•
，未
の
半
ば
か
り
ょ
り、
.お
ほ
や
け
ご
と
に
っ
き
て
、

も

』

あ 

見
i

f
小
山
田
與
掎 

.
八
.三

$
八
三)

.



見

黑
f
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.
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八

四

(

瓦
八
四)

が
通
船
會
所
に
お
も
む
く
、

V

は
れ
み
く
も
り
み
空
の
け
し
き
た

M

な
ら
ね
ば
、
雨
ぎ
ぬ
の
.お
き
て
な
ど
し
てV
駕
か
き
三
人
に
に
な 

は
れ
ゆ
く
>
王
子
稻
荷
の
社
の
わ
た
り
を
過
し
頃
は
、
日
も
ぐ
れ
か
i
り
て
、
雨
も
.つ
よ
う
■ふ
り
出
た
れ
ば
、
わ
び
し
さ
い
は
ん
か 

た
な
し
、
.
十
條
村
に
て
て
う
ち
ん
を
て
ら
し
、
そ
の
ひ
か
り
を
た
の
み
て
た
ど
り
ゆ
く
、

^
淵
宿
を
す
ぎ
、
川
口
の
わ
た
し
を
わb 

こ
り
、
川
ロ
宿
に
て
茶
屋
に
い
と
ふ
、
此
所
に
も
余
が
通
船
會
所
ぁ
り
、
そ
こ
の

»
り
人
金
七
'
:

(

こ
の
者
後
の
記
錄
に
出
づ
、
筆
者

) 

■，を
め
し
.て
、
お
ほ
や
け
ご
と
-

Q

む
ね
I
.ほ
す
、
こ
I
出
て
松
原
I

 

く
に
、
I

谷
ち
か
き
わ
た
り
に
て
は
、f

い
つ
の
ほ 

ど
に
か
#
に
な
り
ぬ
、
駕
の
中
よ
り
四
方
の
山
野
、
し
ろ
う
見
わ
た
さ
れ
た
る
は
を
か
し
、
子
の
時
ば
か
り
に

.H、
nr
f
*
tK:
^
cf 

衫
つ
き
ぬ
、

.

■ 

. 

•

「

十一

日
、
雨
'
夜
に
い
た
り
て
晴
、
お
ほ
や
げ
办
こ
と€

は
，
豪

纪

歎

■

む

を

4
“

を

、
已
の
時
ば
か
り
に

駕
にQ

り
て
出
づ
、
，
：
.川
口
宿
の
茶
1
に
い
こ
ひ
て
、
.ま
た
會
所
預
金
七
を
め
し
て
こ
と
お
ほ
苫
、
日
く
れ
て
家
に
か
へ
り
ぬ

」 

(

ニ
西
四
屮」

：頁)

.

さ
らH

同
じ
月
の
、

•

「

十
七
口
、
晴
、
朝
まK

き
に
、
れ
い
の
お
ほ
や
け
ご
と
に
つ
き
て
、
八
町
會
所
に
お
も
む
く
，

「

十
八
日
、
晴
、
|

や
け
ご
と
は
て
\

八
町
會
所
を
巳
の
時
ば
か
り
に
立
出
づ
、
堰
枠
に
て
め
ぼ
り
く
だ
り
の
舟
^
の
さ
ま
を

見
る
：
こ
の
わ
た
り^
1ロ
贫
田
村
の
田
中
に
見
沼
の
四
本
竹
の.跡
と
て
々
今
も
四
も
と
泥
中
に
う
づ
も
れ
る
よ
し、
：
•
. 、ニ
£|
四 

十
二
頁
：
>
o

‘當
時
の
出
張
の
有
様
往
來
の
狀
態
を
知
る
よ
す
が
に
も
と
、
や
X
長s;

用
を
放
て
し
た
。
こ
の
八
町
會
所
と
一
其
ふ
の
は
*
运
立
出 

大
間
木
村
請
地Q

S

字
八
町
堤
に
設
け
ら
れ
？

？

、
又
川
口
宿

Q

は
檠
入
口
に
置
か
れ
た
も

Q

で
あ
る
。
そ
の
外
足
立
郡
新
染

谷
利
、
北
袋
村
、
上
瓦a：
村
等
に
も
そ
れ
ぞ
れ
會
所
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
與
淸
は
そ
の
二
ヶ
所
を
訪
れ
て
、
公
務
を
處
理
し
た
の
で 

あ
.つ
た
。
そ

のr

お
ほ
や
け
の
こ
と」

が
何
で
あ
つ
た
か
は知
り
得
な
い
が
、
彼
が自
ら
通
！

g

事
務
に
關
與
し
て
ゐ
たこ
と
は
明
か
で 

あ
り
、
德
次
郞
な
ど
も
そ
の
下
知
に
從
つ
て
ゐ
た
や
ぅ
に
思
は
れ
る
。

文
化
十
三
年一

月
十
四
日
の
條
に
、
屋
代
弘
賢
が
寶
舟
の
書
賛
に
、
，
輿
淸
が
見
沼
運
遭
主
事
た
る
を
含
め
て
、

「

く
れ
竹
の
世
わ
た
る 

わ
ざ
は
あ
ま
た
あ
れ
ど
舟
を
た
か
ら
の
松
の
や
の
ぬ
し

」

と
書
し
た
由
が
記
し
て
あ
る
。#
少
の
興
趣
あ
り
と

思
ひ
、
こ
、

に
附
記
し 

て
置
く
。
そ
の
_
日
に
彼
は
平
野
會
所
に
赴
い
て
ゐ
る0

「

晦
日
、
晴
-
朝
ま
だ
き
に
、
平
野
會
所
ま
で
と
て
、
お
ほ
や
け
ご
と
に
つ
き
て
い
で
た
ち
ぬ
、
平
野
と
は
：

歡

0
か
り
か
、
見 

沼
代
用
水
の
ほ
と
り
也
、
板
橋
の
宿
、
戶
田
の
わ
た
し
、
蕨
宿
、
浦
和
宿
な
ど
す
ぎ
て
、
大
宮
宿
に
て
か
れ
ひ
く
ひ
し
は
、
午
打
さ 

が
る
こ
ろ
な
り
、
こ
の
す
く
よ
り
二
十
町
ば
か
り
ゆ
き
て
、
道
を
右
の
か
た
に
と
り
、
原
市
と
い
ふ
所
を
へ
て
、
平
姆
に
つ
き
し
は 

申
の
時
ば
か
り
な
り
、
も
の
な
ど
く
ひ
く
ひ
て
、
日
の
く
れ
に
、
こ
ム
よ
り
ニ
茁
許
東
に
さ
が
り
た
る
下
早
見
村
に
い
き
て
、
御
普 

請
役
和
田
常
七
郞
と
事
を
は
か
り
ぬ
、
平
野
べ
か
へVて
湯
あ
み
し
、
酒
な
ど
の
み
て
、
や
す
み
ぬ
：る
こ
ろ
は
、
子
の
時
ば
か
り
に 

ぞ
あ
り
け
る
、

」
(

ニ
苗
四
十
八
頁)

。

ノ

か
く
て
翌
ニ
河
朔
日
歸
宅
し
て
ゐ
る
。
平
姆
會
所
な
る
も
の
は
上
述
の
五
筒
所
と
は
違
ふ
地
點
で
あ
る
0「

埼
玉
縣
誌」

所
載
の
地
圖 

，.

(

見
沼
代
用
水
路
沿
革
圖
其一

一)

.を
案
ず
る
と
、
一
一
つ
の
用
水
相
合
す
る
所
で
あ
る
。

そ
の
後
幾
度
か
八
町
會
所
を
訪
れ
て
ゐ
る
が
、
前
一
一
；间
の
如
く
詳
述
し
て
ゐ
な
い

o :從
つ
て
以
下
そ
の
月
日
と
同
伴
容
を
舉
ぐ
れ
ば 

管

る

。
文
化
十
四
年
に
は
前
平
と
同
様
、
一
月
喺
日
に
.出
て
二
月
湖
日
歸
る
。
次
い.で
三
.月
十
三
日
よ
り
十
五
日o
四
月
卄
三
|3
よ 

り
廿
六
日
。
九
月
廿
九
日
よ
力
十
月
四
日
、
幸
次
郞
同
俾
o1

日
置
い
て
十
月
六
.日
よ
り
十
四
日
ま
で
。
ニ
日
置
い
て
十
ヒ
日
よ
り
廿 

見
沼
通
船
ミ
小
山|«
與

淸. 
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五
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I

I

V小
山E

與
淸 

八

六

£
八
カ〕

三
日
ま
で
、
幸
次
郞
同
伴0
晋

置

い

て

、
廿
八
日
よ.り
十
一
月
四
日
ま
で
、
幸
黯
を
同
伴
し
.
風
邪
の
た
め
淺
し
て
歸
宅
し
た
ら 

し
い
。」

ニ
I

I
八
日
よ
り
十
四
日
ま
で
。

1
1
1

置
い
て
、
‘十
八
日
よ
りt
一
日
ま
で
、
鈴
木
議
同
伴
。
麗

は

響

し

た

ら 

し
く
•
サ
八
日
s
'に
、「

今
日
鈴
木
源
藏
八
町
富
よ
り
か'へ
り
ぬ」

と
あ
る
。
士 I

月
に
入
つ
て
十
二
日
よ
りS

日
ま
で
と
廿
一 

日
よ
；り
：廿
：三
で
と
め
ニ
囘
訪
れ
て
ゐ
る
。

改
元
し
て
文
政
元
年'に
な

，
つ

て

か

ら

も
-..1

月
十
六
白
に
赴
き
、
學

七
.日
に
歸
宅
。14

月
六
日
以
後
四
月
七I

で
の
豪
行
か 

義

は

舞

い

：が.、
そ
の
歸
途
八
町
會
所
に
立
寄
り
、
四
月
八
日
に
歸
宅
し
て
ゐ
る
。
そ
，の
以
後
見
沼
行
の
記
事
は
全
く
な
い
。

こ

の

文 

化
十
四
年
に
频
繁
.に
會
所
に
赴
き
、
時
に
は
そ
の
，月
の
大
半
を
費
し
た
の
に
は
、
何
筹
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
ぅ
か
。

 ̂

る
.ひ
は
こQ

間
に
^
!
木
源
藏
を
靈
役
と
す
る
相
談
で
も
行
は
れ
た

q

で
は
あ
る
ま
い
か
。
拳

れ

ば

麗

娶

政

元

年

，

J.

齡
卜
S
と 

な
り
、「

風
.聞
記」

の「

*
拾
三
四
歲
に
も
相
成

」

と
云
ふ
の
に
相
合
す
る
。

以
上
.の
.見
沼
關
係
以
外
に
與
淸
の
一
身
に
關
す
る
日
輪
寺
の
名
が
唯
一
筒
所
現
れ
て
ゐ
る

o
文
政
元
年
六
月六
日

の

條
に
、

「

.藤
^
“中
な
-る
興
德
院
泰
登
法
師
が
許
へ
の
書
、
幷
翥
帖
な
ど
、
淺
草
新
寺
町
日
輪
寺
中
の
了
道
寮
へ
あ
っ
ら
ヽ
や
り
つ

《

三

W
三
十
八
頁〕

■日
£
1
*は^
#山
^
行
诗
の
分
れ
で
時
宗
で
あ
る0
與
淸
が
同
寺
と
交
際
し
て
ゐ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、

一
件
に

K
5

い
て
は 

何
事
も
知
れ
ず
、
叉
ら
く
の
兄
吉
兵
衞
、
吉
之
助
に
つ
い
て
も
何
も
寶
し
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
他
方
妻
類
が
ら
く
と
同
一
人
で
あ 

る
こ
と
は
同
じ
文
政

1

兀
年
の
七
月
廿
ニ
日
の
項
に
、

「

妻
の
る
ゐ
子
が
名
を
い
ま
ふ
こ
と
有
て
、
け
ふ
、
樂
と
あ
ら

jj

む

，(

■

四
卜 

三
頁)

と

あ

る

に

依

つ

て

、

や

人

確

め

ら

れ

る

0

、

.こ
の
日
記
が
文
政
三
年
ニ
月
十
四
日
を
以
つ
て
終
つ
て
ゐ
る
の
は
、
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。

「

風

麗」Q

記
事Q

正
言
潙
は
な
ほ
F

明
で
あ
る
が
、
小
山
田
與
淸
に
っ
い
て
多
少
と
も
明
が
に
な
っ
た
と
思
ふ
。
か
く
彼
に
：つ
い
て
多
く
の
紙
數
を費
し
たQ

は
單
に
有
名 

人
小
山
田
與
淸
の
私
事
.を
喜
ぶ
が
た
め
で
はな
い
。
こ
の
後
に
紹
介
する
記
錄
に
も
、
、彼
が
主
要
な
る人
物
と
L
て
登
場
し
て
來
る
が 

故
で
あ
る
。V 

.

.
「

風
聞
記」

の
記
事
に
從
へ
ば
與
淸
即
ち
六
郞
左
衞
門
は
不
行
跡
に
依
っ
て
高
田
家
の
荐
續
を
危
か
ら
し
む
る
怖
れ
が
あ
っ
た
の
で
、 

鈴
木
家
の
五
代
目
德
次
郞
へ
己
の
子
源
藏
を
養
子
に
し
た
と
.一

K

ふ
の
だ
が
、
こ
の
點
はh
述
の
如
く
相
違
す
る
が
•
己
の
子
に
六
代
目
鈴 

木
源
藏
と
名
乘
ら
せ
た
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
前
掲
の
通
船
方
代
々
も

「

風
聞
記」

に
從
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
高
田
家
の
四
代
目
薅 

三
郞
の
次
ぎ
に
元
三
郞
と
あ
り
、
そ
の■次
ぎ
に「

同
人
儀
身
持
不
レ
宜
に
付
鐵
次
郞
費•人
勤
御
願
濟
相
成
候」

と
あ
る
。
こ
の
元
一..
郞
は 

秀
三
郞
の
實
子
で
勘
當
さ
れ
た
箸
で
あ
る
こ
と
は.

一.K

ふ
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
細
字
に
て
、

「

秀
三
郞
並m

次
郞
事
六
郞
右
.

(

佐
歟)

衞 

門
儀
子
細
有
レ
之
、
御
咎
メ
被-

r

仰
付1

候
に
付
、德
次
郞
費
人
勤
御
願
濟
相
成
候
由

」

と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
御
咎
め
が
前
述
の
日
輪
寺 

關
係
と
見
ら
れ
る
が
明
か
で
は
な
い
。

何
れ
に
し
て
も
文
化
の
末
か
文
政
の
始
め
に
通
船
方
は
鈴
木
家
に
依
っ
て
代
表
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
鈴
木
源
藏
が 

船
及
び
造
船
株
を
吉
之
助
に
讓
っ
た
。
吉
之
助
は
六
郞
左
衞
門
妻
ら
く
の
兄
の
子
で
あ
る
。
さ
ら
に
上
記
の
文
中
に
船
割
人
茶
藏
が
現 

れ
て
ゐ
る
。
船
割
人
と
袞
ふ
の
は
船
頭
水
主
等
の
割
宛
を
な
す
者
で
あ
る
が
、
彼
も
亦
通
船
利
益
金
の
配
當
に
與
る
。
從
っ
て
通
船
株 

の
利
益
は
差
配
役
、
船
主
、
船
割
人
、
船
頭
の
四
者
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

一

種
の
株
と
な
っ
て
.ゐ
た
わ
け
で
あ
る
。こ
の
茈
藏
は
鈴 

木
家
五
代
目
德
次
郞
の
實
子
で
あ
る
と

IK

ふ
。
か
X

る
實
子
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
に
六
郞
左
衞
門
の
子
を
養
子
と
し
て
、
六
代 

目
を
相
續
せ
し
め
た
か*
そ
こ
に
ょ
く
ょ
く
の
事
情
が
伏
在
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
等
の
人
々
及
び
高
田
一
家
の
關
係
を
明 

か
に
し
て
置
か
ぅ
。

見
沼
通
艄V

小

山

田

.
與

淸

 

八
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見
m

通

船

式

小
m
m

與

淸

’
鈴
木
德
次
郞
-

A

A

55
A

G

V
五
代
目
'

四
代
自
.
' 

.

|

丨

元

■三 

高
田
秀
三
郞
h
ち

:

,
 

ニ I

-甚 

' 

.
蔵
：

(

船
割
人)

：
.

.

.

.

藏
ハ
'差
配
役y

六

代

目

m

せ 郞

小
山
田
六
郞
左
衞
門丨
 

I
ら
く(
類)
田
中
氏

I
源
.
.藏
叔

與
^
—
貢
平
淸
常
j
早
苗
.

—

幸
次
郞
淸
年

丨

宇

之

' 
助(

養
子
，

)
(

差
配
役
ニ
代
目)

.. 

I
小

太

郞

(

差

配

役

三

代

目

)

：

.
：

吉
兵
衞
丨
吉
之
助(

船
主)

.

U

に
葬
せ
ん
と
す
る
簾
は
文
政
士
ニ
年
以
後
で
、
W
之助がその
船及び船
株式を屋
兵衞に讓
た後。

で
I

、
こ

1

省
略

i

、
記

i

る
i

l

即
I

一̂

郞
I

門
與
淸
は
弘
化
四
年
六
十5

沒
し
|

其
ふ
か
ら
、
天
保
元
年
に
は
四
十
八
奪
あ
つ̂

庚
U

のロ、

は
見
沼
通
®

S

I

I

Iす
る
訴
訟
で
あ
る
。
見
沼
井
筋
根
岸
村
の
權
藏
が
船

一

艘
を
買
求
め
、
源
藏
の 

7
-
r 

/
て

‘稼
を
し
た
の
で
船
®
人

蓮

か

ら

訴

訟

裏

し

た
Q

2
る
。
こQ

事
仲
が
內
濟
と
な
る
と
、
間
も
な
く
同
年
のA

M
れ
は
川
S
市
兵
衞
な
る
者
が
矢
張
り
權f

同
じ
く
獨
占
f

侵
害
し
た
の
で
あ
る
。そ
こ
で 

u
 

i
努
力
し
た
が
、
i

s
い
て
中
村
八
太
夫
役
所
へ

s

へ
出
1

薩
共
一
同
は

S

I

上

仏

霞

f

s
一一
 
相
成
、
右
市
f

 

I

f
答 
一一I

木
源
f

被

差

許

、
.
右

川

內

靈

戀

様
申
立
^
故
、
左
^
易
t
將
藏
彳
市
兵
衞
ね
相
褂
办
義
趣
意
違-相
成
.昨
趣
被
仰
渡」

却
下
さ
れ
て
し
ま
づ
た
？
し
か
し
船
主
た
る
利 

Jr
:ハ
衞
は
か
く
源
藏.が
.勝
手
に
他
船
を
差
許
す
こ
と
は
、

「

此
方
株
式
一
一.相
障
^U

付」

、
先
株
賣
主
吉
之
助
へ
^
八ロひ
、
町
奉
行
所
に
訴
訟' 

せ
ん
と
し
た
o 
•

元
來
船
主
と
し
て
船
及
船
株
式
の
趴
有
者
は
如
何
な
る
權
限
を
有
す
る
の
か
。

I

の
畠
#
に
際
し
役
所
に
提
出
し
た
利
兵
衞
の
書 

付
に
左
の
如
く
記
し
て
あ
る
。

「

一
鎌
倉
横
町
北
側
代
地
嘉
兵
衞
店
利
兵
衞
煩
二
付
代
宰
助
奉
中
上
^
、
.私
義
去
ル
：文
政
：十
一
子
年
四
月
中
、
佐
內
町
餘
七
店
吉
之
助 

〜

ノ
武
州
見
沼
川
通
船
持
株
式
讓
請
所
持
仕
、
彼
之
地
大
間
木
新
s
ff
i
f
.方
れ
者
•

iA>
i
か
. 

岡
拾
艘
共
預
ヶ
置
、
夫
ミ
船
方
之
者
ね
船
削
爲
致

I

能
在
外
所
、
此
度
谉
藏
義
川
ロ
市
兵
衞
、以
通.船差
障
出
入
當
御
役
所
檨
、)2
御
願
中 

•
hvh
t
t付
、
通
船
差
配
鈴
木
源
藏
ね
も
御
尋
之
上
、f-
S
Lも
御
奪
御
座
^
ぞ
付
、：：乍
恐
奉
申
上
砟
、
私
義
啻
之
助#
譲
受
昨
節
、
同 

人
申
送
ゆ
J
、
右
川
筋
通
船
之
，翳
御
勘
定
所
御
伺
濟,
1參
、
川
口
見
.張
御
役
所
內C

此
船
、p之
外n

船

主

等

之

御

定n

御
座 

^
得
i
、
見
張
御
役
所
內
他
船
人
达
外6
て
.決
资
無
御
座
趣
申
聞：§ u 

■付
、
：右
場
所
之
義i
於
前
/
相̂
か
不
申
昨
得
共
、
ぬt
持 

船
を
以
、1

手 

>ー御
廻
米
：は
用
物
种
賣
荷
物
等
も
運
送可
仕
株
式
之
旨
申
聞
外
ー
ー
付
、

_

ス
昨
義

-
は

座

れ

、
；
尤

鈴

ホ

源

_

丼
一

一
吉 

之
助
方
/
請
取
^
證
文
寫
共
奉
差
上
^
、
此
之
上
之
は
慈
悲
を
以
、
右
川
筋
外
船
主
等
無
は
座
、
吉
之
助
Z
申
送
之
通
相
成
㈧
様
偏 

.ヾ泰
願

上

^

、

以

上

文
政
十
三
寅
^
八
月
十
，七
日
 

' 

,」

'
.

即
ち
そ
の
.船
主
の
持
船
以
外
の
船
は
御
廻
米̂
用
物
及
び
賣
荷
物
一
切
の.遝
送
を
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
ゎ
け
で
あ
る*0
徒
つ
て
利
兵
衞 

の
訴
訟
は
當
然
の
こ
と
で
あ.つ
た
。
と
こ
ろ
が「

鈴
木
源
藏
殿
老
父
小
山
田
殿
彳
幸
助
汶
通
船
差
障
ー
件
吉
之
助
對
談
遠
共
：、
何
様

n 

.
見
沼
通
船
式
小
山
田
與
淸
 

八

九

(

五
八
九)



見
沼
通
艄
ミ
小
山
田
與
溃
 

九
〇

S

J) 

沒
內
熟
之
取
扱」

を
賴
ん
で
來
た
の
で
、
こ

Q
1

件
も

內
濟
と
な
つ
た。
c
 

i y

老
父
小
山
田
？

あ
るQ

農

ふ

ま

で

も
な
く
六
部 

左
衞
門
の
こ
と
，で
あ
る
。§

：

十
八
歳
の
者
を
老
父
と宏
ふ

の
は
今
日
で
は
可
笑
しv>
が
：
四
十
を

初
老
と
す
る
當
時
に
お
ゐ
て
は
當
然 

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
記
錄
に
は

(

一〕

鈴

木

麗
か
ら

利
兵
衞
へ
、(

ニ)

利
兵
衛
か
ら
甚
藏

へ
、(

三)

甚
藏
か
ら

利
兵
衛
へ
の
書
附
が
載 

つ
て
ゐ
.る
が
.
何
れ
も
大
同
小
異
で
あ
る
か
ら
、讓

か
ら
利
禱
に
渡
し
た
書
付
を
以つ

て代
表
さ
せ
る
。 

「

，.
.相
渡
置
昨
書
付
之
事.

'

:

-

1

此
度
其
許
所
持
見
證
船
割人

、
大
間
木
新
田
蔬
名
ロ
宿
市
兵
衞
■

船差

障

出

入

、
：
中

村

八

太

夫

様

御

役

所

ね

願

出

窟
 

!! 

T
、
f

 f

 f
1

此

家

I

有
之
=
付
，
痕
船
川
筋
川
口
見
張
所5

他

船

通

用

之

義

、

利
、
象

#

â:
n
l:
一
一
、 

:'
l

"

m

、
ほ

ゆ

;1
ハ
許
所
持
船
株
式-ー
_

相
立
趣
J
、
先
齡
株
春
之
助
方
ね
.被
及
褂
合
昨
趣
承
知
致
外
、 

#
;f
:l
:l
;l
^

:l
:/
E
: l
>
: lか

！！

限 

L

;
其
外
井
筋
荷
»'
ー

 

：1
:^
‘

：

於
4 

f

、
、

f 

ヴ
義 
4

?
船
1,
^
立
、
か
|:
‘

4&

、
一
 
H

賢
 
m

i:
ハ：m

r

l:
- 

右
川
通
.定
請
ム
被
仰
渡
裳
式
-
1ゅ
、

且

市

兵

衞

金

七

刚

令

此

方

所

持

之

節

屢

人

爲

致

置

^

一
一

 
付
、
中
惡
水
路
之

內

煎艘
通 

j
'^
^

'̂ l
s、
^

'^
^
株
マ
相
續
办
上
く
右
兩
人t
勿
論
古
來
之
通
前
文
他
船
之
外{
着

可

申

昨

、
も4

ー4

良 

ぐ
贰
艘
S

リ
、
冬
川
斗
リ
古
來
ぶ
差
許
有
之S

、
吉
之
助
論
渡
外
砌
、
斷
细1
由

,一
外
得共

、
此
越
通
用
之
義
i
可
被
相

荷
物
共
無
滯
運
送
可
鏊
、
萬
一
御
用I

支

J
他

船

雇

人

昨

節

'

典

許

手

先

船

割

人

I

川
口
見
爵
ね
中
出
、聞
濟

之
 

上
ニ
て
相
通
I

f
昨
•
前
書
之
趣
取
極
昨
上I

今
双
方
共
違
變
無
之
、ft
船
方

i
心
得
違
無
之
様
、
其
許
可
被
申
聞 

昨

右

瓦

H

紙
艘
之
外
ハ
其
許
所
持
船
、
川
迎
淀
引
請

11

ゐf
手

}一
 
造
立
通
船
可
鏊
昨
、
右
場
所
先
通
船
之
義
ニ
付
、
此
方

，
申
付
^
義
急
度
相
守
、
聊
違
背
無
之
樣
手
先
船
割
人
興
藏

V

勿
論
船
方
一
同
ね
申
聞
、
失
禮
等
無
之
汶
運
上
時
>
見
張
所
汉
相 

納
昨
様
可
被
申
付
、
萬
一
右
船
株
外M
K2
譲
渡
^
共
此
方
ね
屆
ヶ
之
h
取
極
可
被
申
砟
、
前
文
之
通
相
違
無
之
條
仍
如
件

見
沼
通
船
差
配

文
政
十
三
寅
：

月
 

鈴木源
藏印
 

■ 

見
沼
通
舶
株
主

■ 

三
河
屋
利
兵
衞
殿

」 

こ
の
解
決
で
通
船
獨
占
權
は
多
少
の
例
外
は
あ
る
が
兎
に
角
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
市
兵
衞
等
の
立
場
が
な 

い
。
そ
こ
で
彼
等
は
利
兵
衞
に
願
出
て
、
御
成
橋
ま
で
乘
入
の
許
可
を
求
め
た
。
即
ち
新
解
：決
の
結
果
は

「

私
手
船
誠
一
一
不
都
合
 
一

I

罷
成 

雛
璐
仕
昨
一
一
付
、

何

卒

貴

i

引
請
之
内
同
村
は
成
櫥
際
迄
、
私
手
船
萱
艘
该
差
人
被
下
度
様

」

依
賴
し
た
の
で
あ
る
。
利
兵
衞 

は
こ
れ
を
許
し
た
。
を
し
て
同
日
、
九
月
十

j

日
に
利
兵
衞
の
代
理
幸
助
が
川
口
見
張
所
に
て
、
鈴
木
源
藏
立
合
の
下
で
、
遊
藏
、
市 

兵
衞
、
金
七
べ
取
締
筋
の
事
ど
も
を
申
渡
し
、

一
件
は
落
着
し
た
。

こ
の
事
併
に
お
ゐ
て
誰
で
も
異
様
に
思
ふ
こ
と
は
、
第

一

何̂
故
源
藏
が
二
度
ま
で
他
船
の
通
行
を
默
許
し
た
の
か
。
第
二
に
利
兵 

衞
が
最
初
に
何
れ
も
內
濟
に
せ
ん
と
し
た
の
は
何
故
か
。
第
三
に
源
蔵
と
義
兄
弟
で
あ
る
べ
き
甚
藏
が
何
故
に
二
度
共
訴
訟
を
起
し
た 

か
と
一K

ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
か
深
い
事
情
が
あ
つ
た
こ
.と
で
あ
ら
ぅ
が
、
今
は
知
る
由
も
な
い
。

■

唯

.こ
X

に
看
過
し
得
な
.い
の
は
こ
の
事
件
に
對
す
る

_「

風
聞
記」

の
記
者
の
熊
度
で
あ
る0「

風
聞
記」

の
記
者
は
權
藏
の
件
と
市
兵 

衛
の
件
と
を
混
同
し
て
は
ゐ
る
が
、
次
ぎ
の
如
く
記
し
て
ゐ
る
。

「

權
藏
と
申
！

r

定
船
日
限
右
川
筋
一
一
而
船
稼
致
し
、
內
實
取
調
候
處
、
弟
配
方
ぇ
別
段
運
上
差
出
し
船
渡
世
致
候
趣
。
右
舴
猥
に
他 

'
見
：沼
通
船
ミ
小
山
£
與
淸 

九一

へ
2£
カ
匸



1

通
I

山
田

與

淸

マ
、 

九
'
ニ

 

§

九
ニ

.
船
乘
込
候
而
も
、
見
沼
定
霊
船
の
璧
相
振
候
に
付■

(

こ
P
ナ
條
に
は
讀
違
ひ.

Iベ
し
筆
者
記)

其
段
差
配
ぇ
取
詰
懸
富
處
、 

"
は
往
來
に
而
孰
れ
の.露

行

馨

共

酔

差

留

」

旨

申

張

ハ

，
何

様

手

を

わ

け

.
談
候
而
も
聞
入
不
レ
申
候
に
付•難

，.,

捨

置

の
 

ほ

村

八

太

夫

職

ぇ

右

始

末

御
|
.申
上
、
双
方
S

味
泰
議
候
處
ノ
源
藏
申
秦

い

: |
: |
^

こ
、
と^

> |
、利
ロ
|

斗 U 
而
、
船
方 

f
 合
之
者
共
一
同
繼
致
候
由
、S

P
I:
I:
,I>
I:
4
I :
、 

跡
は
高
田
宗
之
助
を
以
御
用
相
勤
、
同
人
代
に
需
は
費
ヶ
年

11:

而
も
S

行
屆
候
柄
決
而
無I

-

候
由
に
御
座
候
。

」

.こ
の
書
は
.

1

兀
來
藝
で
ぁ
る
か
ら
、
を
の
點
に
お
ゐ
：て
必
ず
し4

用
し
難
い
o
'例
へ
.ば
漁

璧

望

形

船

之
_
秦

へ
器

W
き 

は
、
前

述

窆

蓉

船
P
誤
傳
で
は
な
い
か
とI

t

し
か
し
歌
人
小
山
田
與
淸
がg

件
I

係
し
て
ゐ
た

こ

i

、前
;；

の 

老
父
小
山
田
I

る
こ
と
に
依
っ
て
も
明
専I

,
彼
が
事
件
の
背
後
I

つ
て
活
動
し
て
ゐ
た
か
如
何
か
未
だ
明
専
は
专 

唯
麗
が

こ

の

事

件

を

囊と
し
て
止
め
、
六
郞
左
衞
門
の
養
子
宗
之
助
に
讓
り、
己
は
小
山
田
姓
に
復
し
、
嘉
と
稱
し
た 

は
何
等
か
S
情
が
存
し
w

g

Q

t知
れ

，
な

い

。

 

i

翌
天
保
ニ
卯
年
に
な
る
と
，
こ

の

議

役

、
船
割
人
、
麓
主
の
對
立
は
漸
次
に
惡
化
し
て
來
た

o 

r
風

聞

記

.

」

.
の

記

者

の

云

ふ

が

如
 

く

通

船

U
無
事
に
行
届
い
た
年
は

I

ヶ
年
も
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
一
に
小
山
田
與
淸
に
そ
の
責
を
？

る
わ

こ
の
年
の
八
月
差
配
役
髙
田
宗
之
助
は
次
ぎ
の
如
き
願
書
を
中
村
八
太
夫

役
听
に
提
出
し

bo 

「

以
書
付
奉
願
上
昨

先
達
願
之
通
被
仰
付泳
私
手
先
見
廻
リ
之
者
九
人
之
內
上
平
野
村
定
右
衞

H

、
上
壬
戸
村
佐
七
、
北
袋
村
辰
次
郞
、
新
染
谷
村
五
右

衞
門
.四
人
、
此
度
以
書
付
申
出
办
之
、
四
ケ
年
以
前
船
主
吉
之
助
時
代
迄
船
申
遺
シ
次
第
早
速
相
廻
シ

"
庭
請
仕
阼
荷
ロ
不
淺
積 

取
、

•ゆ
運
上
ハ
勿
論
私
共
庭
錢
取
上
も
相
應
二
有
之
、
.荷
主
浚
手
操
宜
敷
方
二
笏
年
た
稼
厚
二㈧
處
、
齡
主
利
兵
衞二
相
成
^
後
、 

取

，一
一
在
方

6

割
人
而
巳
ー
一
相

任
、
■自
身
る
不
相
搆
、.手
A
沒

不

差

出

^

一
一

 
付
、

右

船

割人
勝
手
儘
一
一
振
舞
、

自

分

懇 

■

ぎ

ハ

务

、
も6
1
5
|
^
相
成
11
>荷
ロ
而
巳
積
人
、
船
頭
共
氣
請
不
宜
趣
ニ
為
、
船
操
不
都
合
一
一
相
成
、
庭
請
仕
±
荷
ロ
浚
無
據
爲
附 

歸
、
或
{
延
著
二
泠
荷
物
荒
シ
、
劳
以
荷
主
迷
惑
仕
：、
多
分
外
川̂津
出
シ
致
、
當
時
船
稼
似
前
之
半
減-一
湘
成
办
上
、
例
年
船
修 

復
六
月
始
彳
取
褂
リ
昨
處
、
當
年t
今
以
修
復
之
様
子
钱
無
之
、
破
損
船
多
分
相
見
へ̂儀
，ニ
沴
、
三
ケ
年
此
方
船
ふ
廻
リ
之
上
、

.
又
外
修
復
ふ
行
屈
、
船
數
ふ
足
ニ
淡
相
成
办
ゐi彌
以
差
支
之
儀
必
至
方
存
、
右
四
人
之
者
利
兵
衞
方V2
相
褂
合

處̂
、
當
冬
之
處 

t
雇
船
致±

资
少
绞
無
差
支
、®g

廻
シ
荷
物
積
取
^
欉
申
之
吵
、
乍
然
三
ケ.年
來
時
そ
船
可
相
廻
申
談
外
ゐ
沒
等
閑
仕
、.旣
去
冬一 

.

ツ
楹
様
_
員
米
は
差
支
仕
、
村
役
人
は
咎

1

沒
相
成
^
程

之

儀

一

一

外

得

共

、

，
1

向

氣

之

毒

：
一

1

渙
不
存
、
，等
閑」

一
相
心
得
罷
莅
办
間
、 

此
度
利
兵
衞
鹿
船
仕
、
船
無
滯
可
相
廻
挨
拶
仕̂得
共
、
：相
對
ニ
.易
文
又
㈧
違

變

，等

浅

雖

斗

,'
•御
廻

米

運

.
送

運

上

取

揚

之

時

節

一

一

相 

成
"
差
支
出
來
办
易
^
致
方
無
之
^n

付
、
沿
船
無
差
支
可
相
廻
段
、
利
兵
衞

〜

御
役
所
、以
奉
申
上.置
^
樣
爲
仕
度
、
私
ぶ
申
談
可 

吳
申
出
昨11

付
、
利
兵
衞
呼
寄
、.右
相

談

、
：シ
±
處
、
四
人
之
者
申
條.之
通
、
雇
船
仕
卟
资
も
御
廻
米
は
用
荷
物
は
給
所
米
寶
荷
共
無 

滯
様
取
可
申
由
申
之
昨
、
然
ル
處
一
圓
船
割
人?2
相
任
置
儀
故
、
右
様
輕
卒
之
挨
拶
仕.昨
资
も
、
私
始
安
.心
不
仕
外
間
、
左
昨
ハ
 ヾ

.御
役
所
V2
申
立
^
ー1付
.、
御
役
所
ね
罷
出
、.右
之
段
可
奉
申
立
_
聞
：外
處
承
知
之
趣
申
之
办
、
何
卒
御
役
所
ね
利
兵
衞
被
否
出
，
見 

廻
リ
之
客
丼
積
宿
共
ヽ
達
シ
次
第
船
相
廻
シ
荷
物
不
殘
積
取
外
樣
被
仰
«
被

下

度

，
奉

願

上

：外

.左
#

之̂
阼
ゐ
ぇ
諸
荷
物
運
送
滞
二
相 

成
、
第1

御
運
上
調
達f

支
ニ
可
相
成
、
1
1
1
ヶ
年
以
來
之
様
于
ニ
易t
行M

通
船
衰
微
之
蕋
.ユ.
ゐ
難
ヶ
敷
申
^
卟
®
、
㈣
サ
ユ
涔
御 

慈
悲
之
は
沙
汰
奉
願
上^
、
以
上」

：

：
 

.

•

■:
ン

.見
沼
通
船
せ
小
山
田
與
淸 

九

三

(

泯
九H

D



見
沼
.通
船
：

W

小
山
田
與
淸

.
九
..四 

C-2丸
*?H,.

こ
れ
I

し
利
兵
■

八
月
六
日
.中
村
八
太
夫
役
所
に
請
書
を
出
し
て
ゐ
る
.
0
.
そ
£

一
U

力
多
く
困
却
し
て
、
再
び
定
右
銜
門
、
辰
五.郞
及
び
高
田
宗
之
助
が
訴
出■志

^

「
1 '

雜
河
岸
ニ
積
場
之
者
爲
駄 

二“

f
 

l
鮮

入

用

差

出

爻
 

<，
川
ロ 

一一
 

£

一一
 
替
‘
荷
物
不
殘
様
可仕
f

利
兵
衛
申
之
昨
 

一
一
#

•

農

角

屢

取
 

 ̂

.
1
主
1

相
I

所

、

未

：
ニ

鏡

右

利

兵

衞

手

先

在

方

船

割

人

依

怙

^

L
て
.ゐ
，.る
.と
訴
.出
た

。

こ

れ

等

：
に

依

っ

て

見

れ

ば

必

ず

し

も

差

配

側

の

惡

意

か

ら

の

.
み

船

株

奢

排

斥

せ

ん

と

し

た

で

な

，
い

こ

と

は

明

か

で

あ

る

。
I
 

利
兵
衞
の
方
に
l

i

.る
が
如
く
假
令
經
濟
的
理
由
は
あ
っ
た
と
しI

l

l

sで
あ
る
卜

に
天
保
一
F
今

に

j
取
替
申一

才
之
事S1

I

通
と
ー
訴
狀
並
び
に
答
狀
が
意
の
事
件
は
見
、沼
通
船
が
相
當
繁
榮
を
來
t 

と
I

す
f

の
で
I

。
璧

筆

常

岸

は

積
I

多
い
の
で
、
新
f

f

'平
野
川
岸
限
り
着
船
に
す
る
。 

U

し
3

し
て
.(

一

2

?
野
河
l

®

l

i取
f

、
_

九
I

五
日
I

床
前
金
仕
切
差
入」

れ

t
と
、(

一一)

1

人
|

へ
I

料
と
し
て
養
S

S

I
裏

入

れ

？

と
、
§)

霞

は

八

町

河

岸

の

霞

中
5

蓮

が

相
談
の
上
反

H

と.C

四〕

平
I

船
の
以
前
か
ら
存す
る
分
は
そ
の
ま
.、
使
用
す
る
と
と
、
S

)

川
口
見
張
所
へ
は
運
上
と
し
て
運
賃
高
の 

納
め
る
I

か

4
約
定
を
以
っ
て
I

通
I

唐

利

兵

f

薦

町

の 

I

I」

そ
に
も
拘
ら
ず
禾
塞
門
は
今
拾
艘
新
造
する
が
、.

後
に
な
つ
て
他
船
通
航
を
許
さ
ぬI

つ

て

は

、

J

2

p

y

f

 
!

ぃ

「

.
乍

恐

書

付

ヲ

以

は

答

申

上

^

i

鎌
倉
橫
町
北
側
代
地
安
五
郞
店
利
兵
衞
申
上
昨
、
此
度
武
州
埼
玉
郡
菖
蒲
町
利
右
衞
門
方
申
者
私

?2
對
談
之
上
新
規
船
拾
艘
造
立 

致
^

段
、
右
船
造
立
之
義
私
義
故
障
不
申
出
、
私
所
持
舟
四
拾
艘

*

右
利
右
衛
門
舟
拾
艘
、
合7|
:
拾

艘

一

一

资

右

川

筋

一

同

打

込

荷 

積
可
致
之
旨
、
右
利
右
衞
門
拌
平
野
村
定
右
衛
門̂當
御
役
所
様
ね
願
出
外

11

付
*
私
被
召
呼
、
右
始
末
御
尋
一
一
は
座
办
、
萬
蒲 

町
利
右
衞
rf
3
、
平
野
村
定
右
衞
門
同
道

！1

あ
當
月
上
旬
私
方
?2
相
談
仕
^
義
€
、
利
右
衞
門
義
是
迄
平
野
川
岸
ね
荷
物
弟
送̂
所
、 

近
來
同
川
岸
荷
物
出
込^
二
付
、.積
下
ヶ
爲
弁
利
、
船
造
立
致
度
旨
褂
合
仕̂
、
則
對
談
之
上
別
紙
爲
取
替
證
文
之
通
、
利
右
衞 

門
船
船
數
ヲ
定
办
義
一
一
も
無
之
、
年
ミ
平
跸
川
岸

11

限
リ
私
方
に
觉
雇
船
二
可
致
由
掛
合
仕
外
、
，尤
平

M

同
川
诗
?2
出
.荷
物
ヲ
見 

込
、
船
數
取
極
メ
、
私
方
，

Si

船
床
錢
差
入
、
其
外
私
手
先
茜
藏
世
話
料
共
運
賃
之
内
費
分
五
厘
差
出
、
船
頭
之
義

IV

同
所
八
丁
川 

岸
私
所
持
舟
舟
頭
之S
V2
利
右
衛
門
,
，碑
藏
ヲ
以
褂
合
、
懇
談
之
上
新
舟
造
立
可
致
積
、
對
談
行
屆
通
船
差
配
高
m
宗
之
助
へ
も 

相
屆
、
同
人
存
寄
も
無
は
座̂

一
一

#

、利
右
衞
！

爲
取
替
證
文
仕

昨
儀
一ー
あ
、
且
去
ル
文
政

(

化}

十
三
寅
年
九
月
中
通
船
は
差 

.

配
Z
書
付
ヲ
以
申
渡
沒
有
之
、
私
所
持
船
叫
拾
艘
ニ
限
リ
办
義
ニ
そ
無
は
座
昨
、
年
ミ
諸
川
岸
へ
荷
物

m.
l
l節V

、

私
,
川£

 

見
張
所
ね
相
屆
、
他
舟
雇
入
運
送
仕
來
阼
義
一
一
は
座̂、
何
卒
此
度
利
右
衞
門
船
造
立
之
義
爲
取
替
證
文
之
通
、
八
町
川
岸
船
頭 

V2
同
人
Z
熟
談
之
上
造
立
仕
^
上
i
、
對
談
之
通
年Z

平
野
川
诗
ね
定
雇
#
二：仕
^g

相
違
無
御
座
^
、
都
る
爲
取
替
證
文
之
通
、 

利
右
衞
門
、
宛
右
衞
鬥
相
心
得

•

萬
端
私
邦
船
割
人
甚
藏
差
圖
ヲ
受
外
様
被
仰
付
被
下
置
度
、
然
：ル
上

V

於
私
願
筋
無
^
座
^
間
- 

利
右
衞
！
：
、
定
右
衞
門
願
之
通
新
規
舟
造
立
之
儀
被
仰
付
外
樣
奉
願
上
办
、
以
上
、

天
保
ニ
外
年
十
二
月
十
二 E

 

し

，
：

こ
の
結
果
が
如
何
な
つ
た
か
記
錄
に
は
な
い
が

、
' 恐
ら
く
利
兵
衞
の

_
出
の
，通
り
に
な
つ
た
の
，で
あ
ら
ぅ
。

こ

、
に
法
意
す
べ
き
は 

船
數

.の
眼
定
は
な
く
、
當
事
者
の
判
定
に
依
つ
セ
增
加
し
得
た
こ
と
、
■又
こ
の
場
合
の
：如

く1.

定

.の
條
件
を
滿
せ
'ば
第
三
者
も
參
加
し 

見
沼
通
：艄
ミ
小
山
田
與
淸 

九

友

(

五
九
：
S



着

通
f

小
m
s

淸 

盔

(

五

き
 

'得

た

こ

と

，
で

ぁ

る

。

そ

.藤

f

決
し
て
過
酷
と
鑛
へ

な

い

。
ニ
船
割

人

が

簾

賃

收

入

.の

雰

五

厘，2 

以
下
同
じ)

、
籠
が
貳
分
五
厘
取名
の
は
利
兵
衞
特
船
S

合
で
も
同
樣
でI

O

唯
船
株
を
所
有
し
てゐ
な
い
の
で
，：ぁ
る
か
ら
、
螢 

分
の
船
床
金
を
船
株
所
有
者
に
收め
る
こ
と
が
負
擔
と
な
る
の
で
ぁ
つ
た
。
さ
ら
に
船
頭
^
亦

5

の
株
に
な
つ
て
ゐj

sj

わ
け
で
、
濫 

り
に
他
船
頭
を
雇
入

れ

得

な

か

づ

た

こ

i

が
解
る

0

ン

;
;

 

:
 
:

.ノ

天
保
羣
に
.は
；
著

し

い

出

來

事

は

.
記

錄

さ

れ

て

ゐ

な

い

が

、
‘株
主
利
兵
銜
が
船
頭
取
締
の
た'め
に
家
作
を
な
し
、
手
代
を
遂
っ..
た

こ 

と
は
洼
意
に
値
ず
る
？
そ
の
象
作
の
た
め.に
差
配
.に
入
れ
た
證
文
は
次
ぎ
の
如
く
で
ぁ
る0 

「

;:
差

人

申

一

：
札

之

事

，
. 

：
i

:

1

私
義
船
方
爲
取
締
之
時
川̂
通
リ
罷
越
.：̂
得
典
、
船
_
.や
儘
^'
1>
仕
5 n

#>
、
<
1̂:
ぁ
^:
'^
|:
あ
、
右-1

付
.弋
J
木 

rf
t
t
l
御
永
舜
偽
地
是
逛
同
村
百
姓
碑
藏
御
借
受
申
居̂反
步
之
内
、
亩
坪
^
差
圖
之
上
、.同
人
^
相

對

之

上

家

作

比

咏

一

一

サ

、

M
 

代
其
外
之
管
薦
ね
相
對
仕
、
是
舆
通
リ
苑
藏I

相
納
可
I
.，
右

住

所

，
一
付

、
.御
公
儀
様
裏
度
之
義
堅
ク
相
守
れ
為 

i
l
l

万
事
相
.愼
毛
S

募

.相
褂
申
間
敷
'昨
、
右
地
谬
入
用
之
節
早
速
引
拂
可
農
、
兼
_

藏
論
文
差
入
置
冲
義
も
承
知 

仕
外
.
右
之
場
が
一
一
资
舟
積
相
改
メ
パ
筋
見
廻
リ
取
締
リ
仕
卟
得
也
ハ
、
御
運
上
改
收
納
之
这
取
締
方
ニ
も
相
：成
、
御
廻
米
積
立
方

行
屈
弁
利
{見
敷
^
—̂

、
翁
之
段
相
願̂

處
、

^

承
引
被
下
恭#

昨
、
依
之j

札

差

入

置

申

處

如

件
 

.

夹
保
三
辰
唯
七
月.

 

.

,

利
兵
衞
1

.

1っ
t

勿
論
彼
自
身
が
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
手
代
勘
助
な
る
者
を
.遺
し

た

と

と

，
は

そ

.の
f

が

記

載

さ

れ

て

ゐ 

る
の
セ
も
解
る
"

要
す
る
に
1
.割
人
篏
藏
盡
督
だ
け
で
は
、
.'
前
年
度
の
言 

か

つ

や

、
も

す

れ

ば

.船

株

主

の

利

益

な
す
に
至
つ
た
の
■で
あ
る。
.

天
保
四
：巳
年
の
分
を
檢
す
る
と
、
前
々
年
に
問
題
と
.な
つ
た
船
修
覆
の
*
任
者
が
船
主
に
あ
.る
の
で
は
欢
く
、
船
を
借
用
し
て
ゐ
る 

船
頭
：に
あ
.つ
た
こ
と
が
解
る
。
そ
の
年
金
四
拾
兩
の
借
金
證
文
の
卞
書
が
あ
.る
が
、
そ
れ
に
次
ぎ
の
如
き
記
載
が
あ
る

o「
右
文
.私
共
貴 

殿
御
所
持
見
沼
通
船
，
同
村
舟
割
人
甚
藏
殿*

<9:

仲
間
一
統
借
受
、
舟
修|:
|;
|:
1:
|:
、
l:
l>
i:
^

M'
l;
>
、
き 

//

舟
打
替
可
仕
義
二
付*
仲
間
共
之
內
追
ミ
打
替
修
覆
等
致㈧
得
共
、
.私
共
義
：<
.此
節
船
及
大
破
ニ
办
所
、
修
覆
出
來
兼
外
二
付
無
據 

金
子
借
受
申
度
旨1K

.々
J

と
あ
る
。
船
賃
總
額
の
一
割
七
歩‘が
船
頭
に
與
へ
ら
れ
、
そ
れ
に
依
つ
て
修
繕
し
て
ゐ
た
の
.で
あ
る
°
こ
の 

先
年
規
定
が
何
時
の
こ
と
か
解
ら
ぬ
が
、
か
な
り
以
前
の
.こ
と
ら
し
い
か
ら
、
前
々
年
の
.利
兵
衞
攻
擊
は
全
く
不
取
締
と

1
35
C
ふ
點
だ
け 

で
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
こ
の
年
0
九
月
に
見
沼
撖
船
差
配
高
田
宗
之
助
は
勘
定
奉
行
の
、直
.亥
配
と
な
つ
.た
0
こ
：の
こ
と
は
そ
.の
權
威
を
大
な
ら
し
む 

る
も
の
で
あ
り
、
そ
：

Q

背
後
に
.江
戸
役
人
と
關
係
深
い
變
小
山
田
與
淸

Q

力
が
與
つ
.て
ゐ
た
I

像
せ
し
む
る
もQ

が
I

。
そ
し 

て
十1

月
に
早
く
も
船
株
主
利
兵
衞
と
の
間
に
紛
宰
を
惹
起
し
て
ゐ
る
。
即

ち

「

今
般
高
田
宗
^•
助

^

逋

船

は

用

爲

取

締

手

代

差

出

办 

一

1

付
、
勘

助(

利
兵
衛
の
手
代)

往
居
寵
在
昨
場
所
入
用
ニ
付
、
早
ミ
明
渡.シ
昨
様」

借
地
人
菡
'1
て
命
じ
た
の
で
あ
る0-
前
揭
家
作 

の
際
の
證
文
に
あ
る
や
ぅ
に
、
何
時
で
も
入
用
の
時
に
明
渡
す
と
一

K

つ
て
ゐ
る
か
ら
、
當
然
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
甚
藏
は

s

 

兵
衞
に：

申
入
れ
た
が
容
易
に
明
渡
さ
な
い
。
終
に
伊
奈
半
左
衞
門
役
所
に
訴
へ
た
。
利
兵
衞
は

「

當
時
通
船
最
中
之
節
、
明
渡
昨
義t 

難
跪
仕
办
間
、
來
ル
午
年
三
月
十
五
日
迄

」

日
延
し
て
欲
し
い
と
答
へ
た
。
そ

Q

間
に
幾
多
の
訴
訟
取
調
が
あ
つ
た
が
、
結
局
御
勘
定 

所
の
裁
斷
を
以
つ
て
利
兵
衞
の
申
分
通
り
に
な
つ
た
。
そ
れ
が
こ
の
年
、
天
保
四
已
；ヰ
の
十
ニ
月
朔
日
，で
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
の
云
ふ 

通
り
に
な
つ
た
と
はS
へ
、
利
兵
衞
は
平
か
で
は
な.か
つ
た
。

異
沼
通
.搬
'式
小
山
田
：
與
淸

 

九

七

(

五
九
七

〕



見
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小
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(

五
九
Vノ 

:

翌
天
保
五
午
年一I

月
に
は
船
頭
三
十
六
名
が
連
印
し
て
渡
し
金
不
足
に
つ
い
て
甚
藏
を
批
難
し
、
利
兵
衡
に
訴
出
た

o

こ
の
件
に
つ 

い
て
は
暫
く
省
略
に
從
ふ
が
、
か

〜

る
不
斷
の
紛
爭
は
利
兵
衞
を
し
て
、
高
田.宗
之
肋
、
先
船
株
主
吉
之
助
親
子
及
び
茜
藏
等
を
相
手
：
 

ど
り
町
奉
行
所
に
訴
訟
せ
し
め
た
。

「

乍

恐

.
以

書

付

は

訴

訟

春

申

上

^

'

一
鎌
倉
橫
町
北
側
代
地
安
五
郞
店
利
兵
衞
煩
二
付
代
勘
助
奉
申
上
^
、
私
義
去
ル
文
政
十1

子
苹
四
月
中
、
佐
内
町
憋
七
店
吉
之
助 

,
武
州
足
立
郡
見
沼
通
船
四
拾
艘
幷
船
持
株
共
代
金
七
百
.雨
一1

L
iあ
^
i
d、
彼
之
地
大
間
木
新
田
菡
藏
方
申
者
^
舟
一
ト
手 

ニ
相
预
ヶ
舟
割
爲
致
、
右
馮
藏_
文
差
配
宗
之
助
身
寄
之
者
一
一
か
、
其
上
川
通
見
廻
役
致
シ
旁

„

難
遁
者
ー『

昨
.間
-
同
人
差
圖
» 

ゐ
舟
割
申
付
、
村
ミ
船
頭
共
へ
爲
引
請
、
右
川
通
は
廻
米
抨
寶
荷
物
共
、
他
所
之
船
不
相
用
、
私
所
持
船
一
手
ヲ
以
、
先
規
彳
定 

受
遝
送
仕
、
.は
運
上
之
義
t
御
勘
定
所
^
支
配
通
船
差
配
高
田
宗
之
助
持
，同
州
同
郡
川
口
宿
地
面
內
ね
差
配
方

一一易
改
所
補
理
、 

船
頭
共
荷
物
運
送
之
節
舟
賃
高
之
內
威
分
五
厘
宛
相
納
渡
世
仕
來
リ
1̂
處
、
先
差
配
鈴
木
源
藏
時
代
取
極̂
議
定
相
^
シ
、
右
川 

通
ね
他
之
荷
積
船
等k

差
入
S

度
/,

有
之
、
幷
前
書
舟
割
甚
藏
義
ふ
取
締
ニ
付
、

年
./

大
勢
之
船
頭
共
識
致
シ
手
違
し
、
私 

_
其
時
ミ
難
澀
迷
惑
仕
昨
故
、
去
ル
辰
年
中
差
配
宗
之
助
ね
示
談
之
上
彼
之
地
大
間
木
新
田
、
同
人
拜
借
地
建
家
之
內
借
受
、
私 

召
使
勘
助
裏
申
者
*
通
船
取
締
V、
し

て

差

出

、
®
藏
俱
A
/舟
割
爲
致
置
办
處
ノ
同
年
士
ー
月
中
川
ロ
改
所
之
者
議
定
相
背
、
他
船 

差
入
办
二
付
、
.其
段
勘
助
々
改
所
?2
出
張
罷
在
^
者
べ
察
當
仕
昨
處
，、
宗
之
助
差
圖
之
趣
申
聞㈧
ニ
付
、

旣
一
一
其
筋

V2
可

申

立

$
 

存
办
處
、
差
配
手
先
之
盏
全
心
得
違
之
趣
相
跎

；§ -1

付
、
向
後
右
様
之
儀
不
致
樣
相
屆
办
處
、
其
後
宗
之
助
義
如
何
相
心
得
昨
哉
、 

最
初
示
談
之
上
差
出
置^
勘
助
罷
在
居
^
小
家
、
去
十
一
月
中
俄
入
用
之
旨1ー
ゐ
明
渡
^
様
，甚
藏
ヲ
以
其
筋
之
御
役
所
向?2
^
願 

昨
段
、
全
宗
之
助
蓮
兩
人
馴
合

•

右
鉢
議
申
掛
、
自
然
方
私
所
持
船
株
式
ヲ
差
歐
リ
可
申
心
庭
墓
存
卟
得
共
.
通
沿
水
掛

リ
中
引
拂
昨
务V

御
廻
米
其
外
荷
物
通
船̂
差
支
ニ
相
成
、.迖
運
上
ニ
浅
枸
リ
昨
義
二
付
，
其
段
中
村
八
太
夫
様
钱
役
服
?2
申
立 

昨
處
、夫

//

は
釓
之
上
、
私
申
立^
段
無
余
儀
被
思
，召
、
御
勘
定
所
ね
は
伺
被
成
下
外
處
、
於
は
同
所
一
一
宗
之
助
鉍
御
利
解
之
上
、 

當
三
月
十
五
日
議
助
差
置
办
管
延
被
仰
付
、
重
立̂通
船
相
濟
、
先
般
右
場
所
引
拂
私
方
へ
引
取
申
办
、
宗
之
肌
義
文
通
船 

二
付
御
府
內
拜
借
地
ね
自
分
家
作
其
外
借
地
之
箸
等
差
置
、
川
岸
通
船
繫
置
場

t
材
木
置
場II

仕
、
其
外
右
川
通
數
ケ
所
拜
借
罷 

在
外
地
所
之
？

、
霧

-一
付
荷
物
霧
*
船

響

場

、
會
所
等
證
外
地
所

v

半

办

翼

、
！！
ハ
^
,ハ

歡

^:影
；！

き 

作
等
仕
付
、.多
分
之
地
代
等
取
上
ヶ
、
私,
通
船
爲
取
締
リ
之
右
地
所
之
內
借
受
差
置̂
勘
助
爲
引
拂^

n

付

"

向

後

通

船

取

締 

リ
舟
床
等
取
立
^
場
所
換
無
之
、
左
办
资i
船
持
方
^
斗

>
i、
大
金
差
出
買
受
办
利
濶
沒
無
之
、
難
跪
仕
、
且
舟
割
爲
取
极
置 

办
甚
藏
義v

當
芷
月
中
同
川
筋
は
普
請

e

材
木
、
深
川
木
場
樋
橋
楝
梁
岡
田
次
助,
引
受
、
船
頭
共
^
爲
積
人
、
舟
賃
之
義t
甚 

藏
義
不
殘
受
取.
船
頭
共
fi
'不
相
渡
、
何
方
へ
罷
越1̂
.哉
行
得
相
知
不
申
、
船
頭
一
同
難
跪
當
惑
仕
ヽ
早
速
宗
之
助
方
へ
右
^
蔵
始 

末
相
屆
办
得
共
、
釓
方
沒
不
仕
，
川
口
於
役
所
！一
は
材
木
積
^
船
ふ
法
ニ
差
留
置
卟
段
、
船
頭
共
ォ
追/
/私
方

：
へ

屆

來

リ

办

ニ

付

、 

ft
材
木
運
送
^
差
支」1

相
成
㈧
易
t
泰
恐
入
昨
間
、
無
據
差
配
申
付
之
通
爱

：

艘
ー1

付
銀
拾
八
匆
ツ
、
船
頭
共
ね
貸
渡
阼
、
は
材
木 

蠖
場
所
P2
相
納
办
得
共
、
0
數
五
日
延
着
二
珍
御
普
請
は
仕
立
方
は
手
後
ニ
相
成
外
旨
ニ
ゐ
、
は
場
褂
リ
褂
リ
は
普
請
役
樣
方

Z 

■

當
請
、s

：

上
右
様
多
分
之
運
上
弁
納
仕
、.1

同
難
跪
仕
れ
仕
合il

s

儀
不
少
、
{s:
.
f:
m

h

$:
u#:
a: 

立
、
無
慈
悲
之
取
斗
る
巳
多
、
は
府
內
种
在
方®借
地
,
多
分
之
地
代
等
取
上
ヶ
、.私
欲
差
於
、
數

和

. 

仕
來
リ
办
彼
^

大
勢
わ
4
1'
ハ
、1>
1:
?:
?:
ぎ

1:
4
»'
、
か
^

歡

、
f:
—

t
歡

；̂

l

tハ、
H
 

ニ
付
何
樣
之
混
雜
出
來
昨
共
少
沒.差
構
不
申
、
同
人
義
去
九
月
中
御
勘
定
所
氐
直
支
配
被
仰
付
^
ぶ
右
11
1
筋
通
船
之
.義
不
寄
何
§
、 

-#
寄
次
第
取
扱
申
^
様
租
鉍
申
聞
、
迖
差
紙
同
樣
之
以
書
付
、.時
ミ
呼
出
シ
、
延
刻
致
シvh
節

t
以
權
威
嚴
敷
申
咎
、
其
外
船
頭 

見
沼
通
船
ゃ」

小
山
田
與
淸 

九

九

(
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九
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見

綴
f

小
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與
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l

o

o
 

§

s

:共
荷
物
積
.方
等
之
儀一
一
，
為

浅

新

法

之

取

斗

易

巳

多

難

漉

，至

極

仕

.̂
、
右
川
筋̂

廻

米

之

儀

：
-
一
付

^

用
之
節
文
、
，中
村
八

太b

様

は
 

役

所

ね

私

直

ミ

被

咨

呼

^

!

^

、

去

，
ル

黄

年

四

：
月

中

其

筋

は

伺

濟

之

_

,
§

座
^
得

1

,'
'

'

後

差

：
支

等

出

來

仕

办

為

之
奉
恐
入 

v h

間
、
宗
之
助
於
議
觉
相□
昨
段
及
掛
合
^
得
共
、
：同
人
御
勘
定
所̂
寒

配

二

相^'
^̂

殊
^

、
思 

宅
之
內
.へ
^
役
^
そ
相
唱
昨
場
所
新
規U

相
補
理
、
同
人
家
來
之
由
：

U

で
小
林
重1T

ー
郞
专
电
者ヲ
以
、
汶
菊
|
|文
：̂
間

^
便
利！！ 

有
之
手
違
等
出
來
迷
惑
仕
、.右
様
以
權
威
先
議
定1
1
'
不
抱
、
勝
手
1 )
1
:
0仕

^“1

l )
t

私
所
持
船
在
川

通 

一

r

差
置
，
向

後

宗

之

力
 

差
1 ]

ヲ

受

ー

资

文

船

相

續

教

難

仕

、

船

頭

共

迄

一:

同
難
跪
當
惑
仕
、
當
ニ
月
中
武
州
足
立
郡
大
間
木
新
田
、
.
下
山
ロ
新
田
、
葛
四 

桑
：̂
村
右
ロ
一
ケ
利
船
冢
典

一

同
連
印
ヲ
以
、
：
私,
其

筋
ね
.̂
願
立
致
吳
昨
樣
申
越
い
万.：5
願
濟
ニ
不
相
成
^
易
戈
牿
頭
共
一 

同
舟
渡
世
相
止
メ
、
舟
相
返
：シ

办

，

外

致
方
無
之
旨
申
之
办
、
：自
然
船
頭
共
申
聞㈧
通
；ニ相

成

*
，
船

乘

之

者

無

之

^
f
私
續
方 

差
支
、
.彼
之地

.！

一
 
お
ゐ
て
舟
割
取
締
リ
等
仕
卟
場
所
线
無
之
、
私_文
勿
論
船
頭
：

I :

同
乍
恐
難

儀

至

極

仕

.、

次
勢
之
船
頭
共
何
樣 

混
雜
仕
外
哉
も
難
斗
泰
存
卟
間
、
相
手
宗
之
助
義
文
增
は
運
卜
>:
勿
論
、
俵
數
無
之
は
運
上
取
立
昨
顏
、
幷
先
差
配
鈴
木
源
藏
議 

定
1ー：.相
振
；シ
新
法
之
儀
仕
外
段
该
亂
方
、
且
先
船
株
塞
ロ
之
助
義
瓮r

通
船n

付
.宗
之
助
勝
手
襲
阼
上
衾
、
株
式
相
立
不
申㈧ 

間
、
品
ミ
對
談
相
違
仕
昨
義
共
ほ
钆
被
成
下
置
、
：右
船
之
儀

V

先

年

吉

之

助

時

代

、
.
村

弋

傲

代
仲
間|

同
議
定
證
文
致
置
外
義

11 

场
、
船
主
方.11

ゐ
勝
手
儘
.ユ
船̂!

ト
vh
_

間
敷
、

M

リ

人

薦

方

：£

_
由
差
戾
シ
昨
儀
是
亦
不
致*
船
頭
一
同
勝
手
不
申 

家
業
可
致
、
永
久
右
之
振
翕
用
、
船
主
船
株
外

|

相

讓

裳

、
、
右

_

定
通
：新
規
之
義
致
間
敷
旨
、
手
堅
中

_

定

變

致

置

^
得 

共
、
_

定
不
相
用
勝
手
儘
.晶
引
上
ケ
.翁
難
心
得
泰
存
昨
、
，
差
配宗
之
肋
義
勝
手
ft
之
取
斗
■

仕
昨 
一一#
、
_

|

入
豸 

圖
ヲ
受
昨
易
文
御
廻
來
其
外
共
運
送
難
仕
阼
間
、
该
遝
卜
：之
義

.文
前
ユ
定
之
通
荷
物
積
高
相
當
相
納
，
船
進
退
之
義
文
宗
之
助 

ね
不
抱
、
中
村
八
太
夫
様̂

役
所
之
御
差
圖
ヲ
受
相
勤
度
、
彼
之地
通
船
會
所
地
之
內
、
私
召
仕
之
者
差
置

^

小
家
也
拜
昔

^

仰
、

右
場
所
泣
船
割
場
等
補
理
、
御
廻
米
積
立
之
節
兔
、
私
義
段
俱

AZ

罷
出
^
差
支
ニ
：不
相
成
樣
運
送
仕*
哂
泪
續
仕
度
奉
存
ル
間
、

右
之
段
中
村
八
太
夫
様
は
役
所

I

上
1

、
は
支
配
違
之
者
共

相

手

取

集

一

一

付

は

取

上

ヶ

相

成

筋

一

一

無

之

品

、

其

筋

ね

可

趿
出
旨
被
仰
聞
、
願
臀
は
下
ヶk
相
成
^
間
、
，無
是
非
今
般
は
訴
訟
奉
申
上̂
、
何
卒
以
御
慈
悲
相
手
之
も
の
共
被
召
出
、
右
鉢

T
法
之
取
斗
仕
r
e議
定
不
相
用
候
、
其
外
前
書
奉
申
上̂
旅
ミ
^
吟
味
之
上
願
之
通
被
仰
付
被
成'下
置
^
樣
昴1
一
奉
領
上
ネ
、 

以
上
、
 

,

天
保
.
五
午
£

瓦
廿
八
日 

.

こ
れ
を
前
揭
の
高
田
宗
之
助
の
訴
狀
と
比
較
す
る
時
、
そ
の
何
れ
が
是
に
し
て
何
れ
が
非
な
る
か
を
容
易
に
斷
定
し
得
な
い
で
ぁ
ら

ぅ
。
要
す
る
にA

J
Q

問

題

の

根
本
に
は
利
麗
題
容

し
て
ゐ
る
。
かQ

 

r

•

風
聞
記」

Q

記
者
は

C

Q

事
件H

つ
い
て
次
ぎQ

如
く
記 

し
て
ゐ
る

o

「

同
人(

吉
之
助)

よ
り
鎌
倉
横
町
北
側
代
地
三
河
屋
利
兵
衞
と
巾
者
え
代
金
七
百
兩

11

而
讓
渡
し
、
右
船
株
德
分
之
儀
は
通
船
取
上 

髙
穴
百
兩
之
雰-

通
年
六
拾
i

は
收
納
有
レ
之
、
右
之
內
廿
八
杂
船
年
貢
相
納
、
.全
德
分
三
拾
S
雨

、l
i
w

寄
候
而
は3

 

拾
兩
餘
も
禾
德
有
；，之
趣
一
兀
對
談
し
候
所
對
談
之
外
之
諸
雜
用
相
褂
、
中
そ
右
様
に
は
.行
屆
不
レ
申
候
に
付
、
利
兵
衞
被

-I

相
僞
一
候 

廉
、も
外
に
^

费

_
借
地
之
儀
一
兀
通
船
方
え
被

11 下

置1

候
上
は
差
配
役
致
候
宗
之
助
所
地
致
候
其
筋
違
之
樣
心
付
、
且
又
谀
蔵
船 

韵
致
し
愛
分
五
厘
通
請
取
居
候
得
共
、
兼
と
璧
よ
り
船
貸
渡
候
姿
に
候
得
は
、
蓮

え

：惡
名
を
附

船
：；；

戾
、
同
人
德
分
之
費
分
五 

厘
其
外
は
利
兵
衞
取
德
に
可
レ
致
巧
を
以
首
尾
克
行
屆
候
上
は
ノ
船
頭
共
取
分
相
增
遣
し
可
レ
申
旨
を
以
同
人
と
も
相
か
た
ら
ひ
荷 

檐
爲
レ
致
、
天
保
五
午
萍
中
町
御
奉
行
筒
井
伊
賀
守
樣
え
利
兵
衞
よ
り
奉
,出
訴

-

上
述
の
如
く
原
被
兩
造
共
に
そ
れ
ぞ
れ
巧
む
と
こ
ろ
が
ぁ
つ
た
か
ら
、
こ

.の
訴
訟
も
容
易
に
落
着
し
得
な
か
つ
た
。
.し
加
し
結

局

一

兀
 

I

I

ミ
小
山
田
與
淸 

一2
 

Q

o

 

a



.見
^
通
船
.

W

小
山
田
與
淸 

■

1
0ニ
 

'
々
o
i
l
〕

船
主
吉
之
助
が
七
百
兩
で
利
兵
衞
か
ら
船
及
び
船
株
式
を
買
戾
す
こ
と
' に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
がw
^:
助

だ

け

で

は

金

子

調

逮

が

出
來

_ 

た
の
で
、
柴
山
对
宗
四
郞
、
川
口
宿
市
丘
爾
北
袋
村
辰
次
郞

V

北
原
村
儀
兵
衞
，の
四
人
が
三
百
九
拾
霞
出
金
■し
て
同
牢
十
一
月
に 

落
潜
し
た
。
こ
の
地
方
の
有
力
者
の
助
力
に
依
っ
て
金
子
を
調
達
し
得
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
さ
ら
に
翌 

天
保
六
未
年
の
事
件
を
惹
起
せし
む
る

原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「

風
聞
記」

に

は

--
.例
之
將
W(

小
山
田
與
淸)

惡
意
を
進
め
1_
と

 ̂

し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
表
面
上
記
錄
に
は
現
れ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
彼
が
こ
の
通
船
事
業
に
大
い
に
關
與

b
て
ゐ
た 

こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
天
保
九
年
に
關
禅
大
破
に
っ
き
讓
差
配
を
相
手
取
っ
て
船
主
が
普
請
を
要
求
し
た
訴
訟
文

q

內

r
•「

同
人
義 

(

奮
高
田
小
太
郞
、
後
述

)

t
幼
年
一
一
御
座
昨
處
、
同
人
續
合
有
之
者
ニ
资
小
山
田
皮̂

(

與
淸
¥
申
者
、
高
田
小
太
郞
，手
代
ヲ
差 

除
、
万
端
取
斗
方
致
罷
在
、
關
枠
普
請
出
來
不
申
樣
相

H
」

と
記
し
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
解
る
。
さ
ら
に
又
天
保
十
二
年
の
事
件
に
お 

ゐ
て
も
、

「

一
休
小
太
郞
義
ハ
未
幼
少
一
一
罷
在
昨
故
、
同
人
方
同
居
知
恩
院
宫
様
^
家
來
、
小
山
田
胳
曹
方
申
者
、
稲A
/私
欲
之
取
斗
-! 

已
仕
卟
1
1付
、IK々

J

と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
宗
之
助
に
次
い
で
差
配
役
と
な
っ
た
小
太
郞
と
衰
ふ
の
は
矢
張
り
小
山
田
與
淸
の
子
で 

あ
る
と
云
ふ
:0
與
淸
に
は
三
男
一
女
あ
っ
て
、
長
は
源
藏
、
次
は
幸
次
郞
な
る
こ
と
上
記
の
如
く
で
あ

.る
が
、
季
與
賢
は
荒
川
氏
に
養 

は
る
と
あ
る
。
そ
れ
が
小
太
郞
で
あ
る
か
如
何
か
未
だ
委
し
く
は
考
へ
な
い
。

 

、

天
保
六
年
以
後
.の
諸
事
件
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
か
な
り
興
味
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
徒
ら
に
冗
長
と
な
り
、
讀
者
を
し
て 

倦
怠
せ
し
む
る
こ
と
を
惧
れ
て
省
略
に
附
す
る
。上
‘述
せ
る
と
こ

ろ

で

も
國
學
者
小
山
田
與
淸
と
見
沼
通
船
事
業
と
の
.關
係
は
略

Z

こ 

れ
を
知
る
こ
と
が
出
來
ょ
ぅ
。
か
く
彼
が
積
極
的
にこ
の
事
業
に
參
與
し
て
ゐ
龙
こ
と
が
種
々
な
る
惡
評
を
蒙
る
原
因
と
な
つ
た
の
で 

あ
ら
ぅ
。「

風
聞
記」

に
は
こ
れ
等
の
關
係
者
を
左
の
如
く
批
評
し
て
ゐ
る
。

「

船
主
吉
之
观
は
至
而
身
輕
之
者11

而

當

時

烟

管

屋

渡

世

"

別

段

器

量

才

發

と

申
に
も
無
之
候

得
共
、
兎
角
出
入
等
相
好
、
近
年
卸

奉
行
所
引
合
不n

相

絕

ー

後

難

之

程

_
,斗
候
迚
、
佐
內
町
住
居
之
處
同
所
店
立
被V致
候
由
、
此
節
は
何
方
に
住
居
致
候
哉
、
高
田
宗 

之
助
儀
は
至
而
强
情
我
意
强
き
屯
質
に
ば
候
得
典
、
才
を
以
事
を
巧
候
と

可
：，

申
程
之
事
に
も
有
レ
之
間
敷
候
得
共
、
同
人
養
父
高
田 

六
郞
左
衞I ：

事
小
山
田
將
曹
、
當
時
知
恩
院
樣
御
家
來
分
に
熊
成•水
戶
様
學
文
所
見
廻
り
も
相
勤
候
哉
、
萬
人
に
勝
候
才
を
以
、 

萬
端
蔻
引
致
し
、
事
を
犯
さ
せ
候
に
付
、
此
末
々
も
船
方
無
事
に
相
治
り
可
レ
申
と
は
存
不
レ
寄
。
是
迄
種
ミ
新
法
難
題
中
掛
船
方
之 

容
共
難
儀
爲：，

及
候
儀
と
も
數
ヶ
條U

而
、
中
ミ
離
,中
上

一

候

。

當

時

御

勘

定

御

直

支

配

一

一

而

不

V輕
身
分
、
右
鉢
勝
手
儆
而
巳
取
巧 

候
上
は
、
.家
名
ニ
も
障
間
敷
物
に
も
無
レ
之
、
不&
易1

事
之
樣
相
見
え
‘候
得
共
、

一
雜
右
宗
之
助
は
養
子
之
事
故
、
同
人
を
以
種 

t
之
企
致
さ
せ
、
萬
一
身
分
に
差
障
有
レ
之
節
は
、
實.子元
差
配
人
鈴
木
源
藏
事
、
當
時
小
山
田
玄
藏
と
申
谷
中
邊
に
罷
莅
候
由
に 

付
、
此
者
を
以
跡
通
船
御
用
爲

n

相
勤
，被

所

存
と
相
見
え
、
表
名
前
は
宗
之
助
吉
之
助

n

而
、
將
曹
壹
人
之
取
斗
ひ
、
船
頭
船
削 

人
、
其
外
川
岸
に
世
話
人
共

一

同
之
雜
漉
、
引
續
最
寄
數
西
ヶ
村
荷
請
村
ミ
一
統
之
迷
惑
、
如
何
に
も
可
V申
様無

：，

之
趣
に
御
座
候
。

」 

船
主
吉
之
助
は
天
保
七
申
年
に
佐
內
町
惣
七
店
を
引
拂
っ
て
、
靈
岸
島
濱
町
茂
助
店
に
引
移
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
訴
訟
好
き
の
た
め 

に
家
主
に
嫌
は
れ
た
の
か
如
何
か
は
解
ら
な
い
。

小
山
田
與
淸
が
活
動
的
な
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
學
問
的
業
績
を
知
る
者
の
誰
も
認
む
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
や

X
性
急
に
し
て 

倐
ち
怒
り
、
忽
ち
鎭
ま
る
と
云
ふ
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
も

一

般
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
、
る
性
質
が
通
船
事
務
の
如
き
俗
事
に
お
ゐ 

て
多
く
の
敵
を
作
る
こ
と
も
考
へ
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
上
述
の
訴
訟
事
件
に
お
ゐ
て
も
そ
の
非
は
必
ず
し
も
小
山
田
側
に
の
み
あ 

っ
た
.の
で
は
な
い
。
し
か
し
小
山
田
與
淸
傅
を
作
れ
る
紀
淑
雄
氏
が
、

「

其
の
攝
像
を
見
る
に
、
靜
平
輕
快
、
温
雅
着
實
に
し
て
、
人
を 

害
し
他
5:
-犯
さ
ん
風
な
し
。
素
ょ
り
愛
着
の
极
を
絕
ち
，
六
塵
の
樂
欲
を
厭
離
せ
し
人
と
は
見
え
ざ
る
も
、
沒
我
排
慾
や
\
分
に
安
ん 

ぜ
し
風
#
辦
す
る
を
覺
ゆ」

と
宏
へ
る
も
の
：

(
「

德
川
三
百
年
史j

中
卷 
一
ニ
ハ
五
頁
'

)

と
、

上

揭

の

批

難

と

は

あ

ま

-.
»
)
に

對

跪

的

で

あ 

見
沼
通.船

ル̂
山
田
與
淸
：
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る
？
記

錄0

示

す

彼$
登

_

る

最

後
8

件

は

：天

保

十

i

.

で
ぁ

.つ
て
-
即

ち
.五
：
十

九

歲

の

：
時

で

ぁ
：る
？
彼
は
露
に
及
ぶ
ま
で
没 

動

的

でf

、
通

船

事

務S

ゐ
K

4
後
I

つ
て
1

1

5
働
い
て
ゐ
た

S

t

ぅ
。
そ
し
て
f

 く

晩
年
の
子
と
恩
は 

れ

る幼
い
高

田
小
太

郞

を助
け
て
俗

事
i

掌
し
て
ゐ
た
I

が
、
.か
>

1
難

を

' 

證

、
最
初
の
I

に
依
れ
ば
：、
塞

に
見
沼
通
S

.
規
約> 
|

:

配
當
へ
：そ
の
他
經

濟的
諸
|

を
f

す
I

も
V

I
 

f
 

I

fに
先
す
る
と
！

煤
れ
て
、
そ
.れ
等
に
つ
い
て
は
さ
.ら
に
搞
i

め
5

.

昭

和

十

二

.
年

三

月

十

八

日
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i  

,

咋
年
公
に
せ
ら
れ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ト

•
ク
ル
ー
ゼ
の
小
著
1技
術

の

進

歩

と

失

業

」

は
、
レ
ー

デ

ラ

ー
、
メ
エ
ラ
ー
、
ケ

ヱ

ー
ラ

ー
ハ
註
一

〕

に
次
い
で
、
ド
ィ
ツ
の
擧
界
に
於
け
る
最
近
の
、補
償
說
か
勞
働
者
解
放
說
か
の
問
題
に
關
し
て
専
ら
理
論
的
な
研
究
を
行
つ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
等
諸
家
の
理
論
的
權
想
に
は
各
ミ
特
徵
が
あ
り
、ま
た
彼
等
の
理
論
的
硏
究
は
そ
れ
に
特
有
の
性
格
に
依
つ
て
或
は
滴
當
に

評
價
さ
れ
得
る
で
あ
ら
ぅ
。
私
は
此
處
で
は
ク
ル
ー
ゼ
の
著
作
を
寧
ろ
吟
味
す

'る
.こ
i
に
依
つ
て
些
か
紹
介
の
筆
を
進
め
度
い
と
思
ふ

o 

註 
一
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ド
を
ミ
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1
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,A. ..Kshler; Die Thecrie. der Arbeiterfreisetzung. durch,die .Maschine, 1933 ，

、
最
初
に
ク
ル
ー
ゼ
の
理
論
的
硏
究
の
概
要
を
傳
ベ
て
置
か
ぅ
。
彼
.は
技
術
上
の
進
步
に
依
つ
て
當
該
坐
產
に
於
い
て
必
要
と
せ
ら
れ 

る
資
本
總
額

-—

此
處

.に
は
賃
銀
の
支
拂
ひ
に
當
て
ら
れ
る
經
營
資
本
を
も
含
む

I

が
、
：從
前
に
比
較
し
て
不
變
な
る
場
合
、
增
加 

せ
る
場
合V

減
少
せ
る
場
合
の
三
つ
を
區
別
し

.、
そ
の

.孰
れ
で
あ
る
か
が
、
補
償
の
作
用
に
取
つ
て
簞
要
な
り
と
考
へ
る

0
し
か
し
そ 
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